
 

経済産業省  

  

２０１９０３０８保局第５号  

  

 「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び関係政省令の運用及び解

釈について」を次のように定める。  

  

平成３１年３月１５日  

  

 経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官 

  

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び関係政省令の

運用及び解釈について  

     

「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び関係政省令の運用及

び解釈について」を別紙のとおり制定する。  

   

    附 則 （平成３１年３月１５日２０１９０３０８保局第５号）  

１． この規程は、平成３１年５月１日から施行する。 

２．この規程による制定後の別添４液化石油ガス保安の確保及び取引の適正化に関する法律

施行規則の運用及び解釈について第１６条（販売方法の基準）関係１．（１）によって明

示すべき事項については、平成３１年１０月３１日までの間は、なお従前の例によるこ

とができる。  

３．なお、この規程の制定に伴い、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正に関する法

律及び関係政省令の運用及び解釈について」（平成２６年１０月２２日付２０１４０９０

１商局第３号）は平成３１年４月３０日もって廃止する。  

  

    附 則 （令和２年４月１０日２０２００４０８保局第２号） 

この規程は、公布の日から施行する。  

  

附 則 （令和４年７月１５日２０２２０５２５保局第１号）  

（施行期日）  

第一条 この規程は、令和４年７月１５日から施行する。  

（経過措置）  



 

第二条 この通達の施行の日から起算して６月を経過するまでの間は、保安機関の認定及び

保安機関の保安業務規程の認可に係る運用及び解釈について２．技術的能力について

（４）⑤中（ⅰ）から（ⅵ）までに規定される講習に関わらず、産業保安グループガス

安全室が質量販売緊急時対応講習と同等と認めた講習を受講した場合は、質量販売緊急

時講習を受講したものとみなす。この場合、当該同等と認めた講習の受講修了証をもっ

て、（ⅳ）の講習受講修了証とする。  

  

    附 則 （令和５年３月３１日２０２３０３２４保局第１号）  

（施行期日）  

第一条 この規程は、令和５年４月１日から施行する。  

  

    附 則 （令和５年１２月１５日２０２３１２１２保局第２号）  

（施行期日）  

第一条 この規程は、令和５年１２月１５日から施行する。  

 

附 則（令和６年１２月１７日２０２４１２０９保局第３号） 

（施行期日） 

第一条 この規程は、令和７年２月６日から施行する。 

 

附 則 （令和８年４月１日２０２６０３２６保局第２号） 

（施行期日） 

第一条 この規程は、令和８年４月１日から施行する。 



 

（別紙）  

  

２０１９０３０８保局第５号  

平成３１年３月１５日  

  

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び関係政省令

の運用及び解釈について  

   

  

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律、同法施行令、手数料令及び施行

規則等の運用及び解釈を別添１から５までのとおり定めたので、通知する。  

  

別添１ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の運用及び解釈について  

  

別添２ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令の運用及び解釈につ

いて  

  

別添３ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料令の運用及び解

釈について  

  

別添４ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の運用及び解釈に

ついて 

 

別添５ 液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用及び解釈について 
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別添１ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の運用及び解釈について  

  

第２条（定義）関係  

１．第１項中「主成分とするガス」とは、プロパン、ブタン又は政令で定める炭化水素を含むガ

スであって、これらのガスの合計が、常用の温度における重量比で、他のいずれの一種類に属

するガスより小さくないものをいう。  

２．第１項中「その充てんされた容器内又はその容器に附属する気化装置内において気化したも

のを含む。」とは、容器中のいわゆる気相部のガス及び容器に附属する気化装置内において気

化したガスを含むことの意味であり、念のための規定である。  

なお、本法における「容器」とは、高圧ガスが充てんされるものをすべて含む。  

３．第２項中「生活の用に供する」とは、消費生活の主体として使用するということであり、具

体的には、冷暖房用、飲食物の調理用、風呂等の湯沸し用に使用することをいう。  

４．第２項中「生活の用に供する一般消費者」には、船舶内で業務のため冷暖房、飲食物の調

理、湯沸しのために液化石油ガスを使用する者は含まれないが、生活の本拠を船舶内におくい

わゆる水上生活者であって液化石油ガスを使用する者は含まれる。  

５．同一の貯蔵設備の中の液化石油ガスを、例えば、生活の用と工業用とに使用している者は、

当該液化石油ガスを主として工業用に使用している場合は高圧ガス保安法の規制の対象とな

り、主として生活の用に使用している場合は、本法の一般消費者等に該当し、本法の規制の対

象となる。  

６．第３項中「液化石油ガス販売事業」とは、次の各形態による事業をいう。  

① 液化石油ガスであって容器に充てんされているものを一般消費者等に販売する事業  

② ガスメーターを使用して一般消費者等が消費した液化石油ガスのみについて代金を受領する

販売をする事業  

７．第４項中「供給設備」は、液化石油ガス販売事業者の所有物である必要はない。したがっ

て、一般消費者等又は第三者が所有している設備であっても、省令で定める定義に該当する設

備であれば、すべて「供給設備」である。  

また「船舶」とは、船舶安全法の適用を受けるか否かを問わず自力航行能力を有する社会通

念上の船舶すべてをいう。  

第５項中「船舶」も同意語である。 

８．第５項中「消費設備」とは、調整器（質量販売に係るものに限る。）、ゴム管、配管及び燃焼

器等配管によって接続されたもの並びに燃焼器の付属装置をいう。  

  

第３条（事業の登録）関係  

１．「販売所」とは、通常の場所において取引（契約）が成立する（取引が成立しているか否か

は、通常、取引条件が決定されているか否かによって認定されよう。）所をいいその場所から

さらに他の場所に連絡され、他の場所から現品が供給されるというような事情があっても、そ

の場所において取引が成立する限り、当該場所は販売所である。  
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２．高圧ガス保安法第５条の許可を受けている者であっても、一般消費者等に対し液化石油ガス

を販売する事業を行おうとする場合には、本法第３条の登録を受けなければならない。  

３．第４項中「第４条第１項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面」は、申請者（法

人にあっては代表者）が誓約したものでなければならない。  

  

第４条（登録の拒否）関係  

   第１項第４号中「業務を行う役員」とは、株式会社の取締役、合名会社の業務執行社員等をい

い、法人の業務の監査に当たる者は、法人の役員ではあるが、ここにいう「業務を行う役員」に

は該当しない。  

  

第７条（標識の掲示）関係  

   本条の掲示は、法第３条第１項の登録を受けた後にその事業を開始する時までに掲げさせるも

のとする。  

  

第８条（販売所等の変更の届出）関係  

１．「事項を変更したとき」とは、法第３条第２項第３号に係る事項については、その変更の内

容が規則第１４条各号の基準に不適合になる可能性のある場合のものをいい、例えば、貯蔵施

設に係る同一材料での屋根のふきかえは含まれない。法第３条第２項第４号に係る事項につい

ては、保安業務区分ごと販売所ごとに保安機関を変更したときには、届出が必要である。  

２．会社等の組織変更、例えば株式会社⇄持分会社（会社法第７４３条）の場合は、本条に基づ

き届出書を提出すれば、法第３条の登録を受ける必要はないが、個人名義で第３条の登録を受

けていた者が事業体を法人化する場合には新たに登録が必要である。  

  

第１０条（承継）関係 

   本条は、事業の全部を譲渡し又は相続若しくは合併があった場合を新規の登録の特例として

認めているものであり、例えば、一部の販売所に係る事業の譲渡しの場合は、法第３条第１項の

登録又は法第８条の販売所等の変更の届出（必要に応じて法第３６条第１項の許可）が必要であ

る。  

   事業の全部の譲渡しとは、被承継者の液化石油ガスの販売に係るすべての事業について譲り渡

すことであり、すべての販売所について営業権、店舗及び貯蔵施設、従業員、帳簿等を譲り渡す

ことをいう。  

   相続とは、その事業の包括承継のみを意味し、分割承継は含まない。  

  

第１１条（貯蔵施設）関係  

   「自己の用に供する液化石油ガスの貯蔵施設を所有し、又は占有しなければならない」とは、

単に自ら所有し、又は占有しているのみでは足りず自ら使用しうる状態、条件で所有し、又は占

有しなければならない。例えば、所有はしているが、他人に貸している場合は、本条には該当し

ない。  
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第１３条（規格に適合しない液化石油ガスの販売の禁止等）関係  

   第１項中「適合しない液化石油ガスの一般消費者等に対する販売（液化石油ガスを一般消費者

等に現に引き渡しその消費された液化石油ガスのみについて代金を受領する販売の場合には、引

渡し）をしてはならない。」とは、指定製造事業者制度が廃止されたことに伴い、規格に適合す

る液化石油ガスを液化石油ガス販売事業者は自らの責任において販売しなければならないことを

いう。  

  

第１４条（書面の交付）関係  

１．第１項中「販売契約を締結したときは」とあるが、販売契約自体の成立要件、契約様式につ

いては、本条は制限を加えていない。すなわち、口頭の約束でも契約は成立する。本条は契約

が成立したときに、書面を交付すべきことを定めるのみである。契約内容が１回限りの販売に

係るものであると、長期にわたるものであるとを問わない。  

２．第１項中「書面」は、契約書であることは必要でない。販売事業者が一方的に交付するもの

でよい。ただし、取引条件の記載については後日争いがあった場合、一般消費者等の側で援用

することは可能であろう。また、販売事業者が、本書面を正副２通作成し、一般消費者等の認

印をもらい、１通を保存すれば、販売事業者もこれを援用しうることとなるが、本条はこのよ

うなことを禁止するものではない。  

３．第１項中「交付しなければならない」とは、販売事業者に交付義務を課しているだけであっ

て販売事業者に対する交付請求権が一般消費者等にあることを意味するものではない。ただ

し、契約上の交付請求権の発生を妨げるものではない。  

４．第１項第２号中「液化石油ガスの引渡しの方法」としては、容器に充てんされている液化石

油ガスを一般消費者等に引渡す場合には、「継続的消費に支障を生じないよう遅滞なくかつ、

配管に接続して」液化石油ガスを引渡す旨を具体的に記載することとし、容器に充てんされて

いる液化石油ガスを一般消費者等に引渡さない場合には「計画的な容器の交換等により、一般

消費者等の継続的消費に支障を生じないよう遅滞なく」液化石油ガスを引渡す旨を具体的に記

載することとする。  

５．第１項第３号に規定する「供給設備及び消費設備の管理の方法」として、消費者が供給設備

の取外しを行う場合には、保安の確保のため当該供給設備に係る販売事業者に連絡しなければ

ならない旨記載させることとする。  

６．本条の書面に第１号から第６号までに掲げる事項以外の事項をあわせて記載することは差し

支えない。  

特に、当該販売事業者の保安サービスの内容（消費者宅の調査点検の毎年実施、全消費者宅

へのヒューズガス栓設置等）についてもあわせて記載するよう指導されたい。  

  

第１６条の２（基準適合義務等）関係  

   第２項の命令は、図のような場合、Ｂ県にある供給設備についてはＡ県知事が行使することと

なる。したがって、供給設備と消費設備の監督行政庁が異なることとなるが、緊急時等におい
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て、一般消費者等が不便を生じないよう関係都道府県及び指定都市（地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２５２条の１９第１項に規定する指定都市をいう。以下同じ。）間でこのような

設備の所在地等につき十分連絡を図られたい。  

  

第１７条（勧告等）関係  

１．本条は、現在の液化石油ガス販売事業が  

(1) 短期間に急激に拡大した。  

(2) 企業数が非常に多く、他面、企業規模は小さい。  

(3) 流通機構が複雑である。 

等の特殊な条件下にあるため、不当ないし異常な事業活動が行われ易い状態にあり、これにつ

いては一律的な基準では律し切れないと考えられたため設けられた規定であり、経済産業大臣

の権限は必然的に、相当広汎である。このため、その発動には、あらかじめ産業構造審議会の

意見を聞くことになっている。  

なお、当面は、これらの発動を要すると考えられる事態がある場合には、その旨を本省に報

告されたい。  

２．第１項中「事業の運営が適正を欠いているため、液化石油ガスによる災害の発生の防止又は

一般消費者等の利便の確保に支障を生じ、又は生じるおそれがある場合」として予想されるも

のを例示すれば、次のとおりである。ただし、これらは、いずれも、原則として、その「不当

性」、「異常性」が著しいものに限り本条の勧告の対象となる。  

(1) 貯蔵施設の貯蔵能力が不十分な場合 

貯蔵施設が事業規模に見合った大きさでない場合  

容器の貯蔵、管理を適正ならしめ、また一般消費者等に対する液化石油ガスの円滑な供

給を確保するため、貯蔵施設を拡張又は増設させる必要がある。  

(2) 従業員の数が不足し、又はその資質が不適当な場合  

例えば兼業企業の場合、兼業部門と共通の従業員配置をすることが多く、この場合に

は、しばしば人手不足のしわが寄せられ、また液化石油ガスの取扱作業に適さない従業員を

使用することがあるので、そのような場合には、従業員の配置等につき改善させる必要が生

じる。  

(3) 契約期間を著しく短期間とする販売を行っている場合  

顧客の争奪のため、スポット売り的な販売攻勢を行うことがあるが、極端な場合には、

法第２７条第１項第２号の規定を無意味にするので改善させる必要がある。  
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第１８条（保安教育）関係  

   第１項中「保安教育」としては、少なくとも高圧ガス保安協会が行う保安講習会に参加させる

とともに、第２項に基づいて高圧ガス保安協会が作成する「保安教育を施すに当たって基準とな

るべき事項」を基にして作業標準を作成することが必要であることとして指導されたい。  

  

第１９条（業務主任者）関係  

１．同一の販売所において高圧ガス保安法第２８条第１項の販売主任者と兼務することは認める

ものとする。ただし、その職務が過大になって実行できない場合には、第１項の「職務を行わ

せなければならない」の規定に違反することになる。 

２．第１項中「職務を行わせ」とは、業務主任者を選任するだけでなく、実際に業務主任者とし

てその職務を行うことを命じ、その職務を行うことができる部署に配置し、職務を行うことが

できる環境を整備し、業務主任者がその職務を怠るときは、これを督励し、その職務を行わせ

ることである。  

販売事業者がこれを怠るときは、第１項の規定に違反となる。  

  

第２１条（業務主任者の代理者）関係  

１．第１項中「あらかじめ」については、原則として「業務主任者の選任と同時に」として運用

する。  

２．第１項中「旅行、疾病その他の事故によって、その職務を行うことができない場合」とは、

相当長期にわたる職務遂行不可能の場合をいい、一時的な不在等の場合は、業務主任者はな

お、その職務遂行中とする。  

３．第１項中「代行させなければならない」については、２．に記したような相当長期にわたる

業務主任者の職務遂行不可能の事態が生じたときに、液化石油ガス販売事業者は、その旨及び

業務主任者の職務を代行すべきことを業務主任者の代理者に命ずべきものとする。  

  

第２３条（廃止の届出）関係 

  本条の規定による届出は事業全体に係るものである。  

  

第２７条（保安業務を行う義務）関係  

１．第１項第１号及び第２号は、保安機関に点検・調査等の義務を課するにとどまり、一般消費

者等に点検・調査請求権があることを意味するものではない。ただし、契約上の点検・調査請

求権の発生を妨げるものではない。  

２．第１項第２号により、保安機関は、一般消費者等に対し消費設備を基準に適合するようにす

るためにとるべき措置等を通知する責任を持つが、通知を受けて消費設備の改善等を行うか否

かは、一般消費者等の任意である。  

しかしながら、一般消費者等が消費設備の改善等を行わず、それにより災害の発生するおそ

れが著しく高いと認められる場合には、都道府県又は指定都市は、当該一般消費者等の住所を



6  

管轄する都道府県又は指定都市に当該事由を連絡するよう保安機関及び販売事業者を指導する

とともに、必要に応じ当該消費者に対し法第３５条の５の規定による基準適合命令をかけるこ

とも含め、適切な措置を講じられたい。  

３．第１項第３号の規定による周知は、液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項

について実施するものであるので、できるだけ一般消費者等に対し当該内容を理解できるよう

説明するよう指導されたい。  

４．第１項第４号中「災害が発生し」とは、現にガスが漏えいし、着火した事態等をいい、「発

生するおそれ」とは、例えば①ガスが漏えいしているが未だ発火、爆発に至っていない場合、

②燃焼器の燃焼状態が異常な場合等をいう。  

また、「これに対する措置」とは、災害の発生の防止、災害の鎮圧若しくはそれによる被害

の拡大防止のため必要であって、かつ、実行可能な範囲のものに限り、それ以外は「これに対

する措置」ではない。なお、明文の規定はないが、自分自身の安全が保証されない等正当な理

由があれば、本項の業務は免除される。  

  

第２９条（認定）関係  

１．第１項中「経済産業省令で定める保安業務の区分（以下「保安業務区分」という。）に従

い」とは、保安業務を行おうとする者が、規則第２９条で定める保安業務区分のうち、いずれ

か一つの区分の業務のみを行う場合であっても、法第２９条第１項の認定の申請をすることが

できる旨を規定したものである。  

２．第１項中「二以上の都道府県の区域に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガ

スの一般消費者等についての保安業務を行う場合」とは、保安業務の対象となる一般消費者等

に対して液化石油ガスの販売を行っている販売所が、二以上の都道府県にまたがって分布して

いる場合をいう。  

(1) 保安業務に係る販売所が、二以上の都道府県にまたがって存在するか、一の都道府県のみ

に存在するか（一の指定都市のみに存在する場合を除く。）、一の指定都市のみに存在する

かによって申請先が決まるのであるから、販売所が同一の液化石油ガス販売事業者のもの

であるか否か、また保安業務の区分が都道府県ごとに異なるか否かを問わず、販売所が二

以上の都道府県にまたがっていれば経済産業大臣に認定の申請をすることとなり、販売所

が二以上の市町村（一の都道府県のみに存在する場合に限る。）にまたがっていれば当該

都道府県知事に認定の申請をすることとなる。  

(2) 申請先は、保安業務の委託の契約が締結される相手方たる液化石油ガス販売事業者の「販

売所」の所在地によって決定されるのであって、「保安機関の事業所」の所在地によって

決定されるものではない。  

３．(1) 法第２９条第１項の認定を行うのは経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の長であ

るが、この認定は、保安業務を行う者ごとに一の行政庁が行うこととする。  

(2)  例として、その保安業務に係る販売所が一の都道府県の区域内のみに存在する保安機

関が、新たに別の都道府県の区域内に存在する販売所についても保安業務を行う場合は、法第

３５条の４において準用する法第６条の規定により、当該保安機関はその行おうとするすべて
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の保安業務区分について、経済産業大臣の認定を受けなければならない。また、その保安業務

に係る販売所が一の指定都市の区域内にのみ存在する保安機関が、新たに別の市町村（当該指

定都市と同一の都道府県の市町村に限る。）の区域内に存在する販売所についても保安業務を

行う場合は、法第３５条の４において準用する法第６条の規定により、当該保安機関はその行

おうとするすべての保安業務区分について、都道府県知事の認定を受けなければならない。同

様に、既に認定を受けている保安業務区分のうち一部の区分を廃止すること等により、保安業

務に係る販売所が二以上の都道府県から一の都道府県の区域内のみに存在することとなった場

合も、当該保安機関は、その行おうとするすべての保安業務区分について、改めて都道府県知

事の認定（一の指定都市の区域内にのみ設置される販売所の事業として販売される液化石油ガ

スの一般消費者等についての保安業務を行う者にあっては、当該指定都市の長の認定）を受け

なければならない。また、既に認定を受けている保安業務区分のうち一部の区分を廃止するこ

と等により、保安業務に係る販売所が二以上の市町村（一の都道府県のみに存在する場合に限

る。）から一の指定都市の区域内にのみ存在することとなった場合も、当該保安機関は、その

行おうとする全ての保安業務区分について、改めて指定都市の長の認定を受けなければならな

い。  

４．第３項中「保安業務に係る一般消費者等の数」とは、その保安機関が保安業務を行おうとす

る一般消費者等の数をいい、実際に保安業務を行う一般消費者等の数とは異なってよい。  

なお、実際に申請された一般消費者等の数が、認定を受けようとする申請者の事業所ごとに

有する技術的能力（規則第３７条第４号に規定する保安業務資格者の数及び規則第３１条第２

号に規定する保安業務用機器の保有状況等）からみて受託可能な数でなければ、法第２９条第

１項の認定はされないこととなる。  

  

第３０条（欠格条項）関係  

１．罰金以上の刑に処せられた者が刑の執行を猶予され、猶予の言渡しを取り消されることなく

猶予期間を経過したときは、刑法第２７条により刑の言渡しはその効力を失うことから、本条

第１号には該当しなくなる。  

２．第４号中「業務を行う役員」とは、株式会社の取締役、合名会社の業務執行社員、公益法人

の理事等をいい、法人の業務の監査に当たる者は、法人の役員ではあるが、ここにいう「業務

を行う役員」には該当しない。  

  

第３１条（認定の基準）関係  

１．第３号中「その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が保安業務

の公正な遂行に支障を及ぼすおそれ」がある場合とは、原則として、役員及び構成員のうち次

に掲げる者の合計の割合が３分の１を超える場合をいう。（法第２７条第１項第４号に定める

業務（自ら出動することなく行うものに限る。）のみを行う保安機関を除く。）  

(1) 液化石油ガス供給機器若しくは消費機器を製造する事業を主たる事業として行っている者

又はその役職員  
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(2) 液化石油ガス供給機器若しくは消費機器を販売する事業を主たる事業として行っている者

又はその役職員  

(3) 液化石油ガス設備工事の事業を主たる事業として行っている者又はその役職員  

２．第４号中「その業務を行うことによつて保安業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがな

い」とは、保安業務以外の業務を行う場合であっても適確に保安業務を行う体制を整えている

ことをいい、具体的には以下のような場合が考えられる。  

(1) 保安機関が供給機器若しくは消費機器の製造、販売若しくは修理、安全器具の販売又は液

化石油ガス設備工事等の液化石油ガスの販売に関係する業務も兼業しているときに、保安業

務の委託を行った液化石油ガス販売事業者又は一般消費者等の便益を不当に害さないよう

に、保安業務部門の保安業務資格者、充てん作業者及び調査員を保安業務に専従する体制と

したり、保安業務とそれ以外の業務を兼務する場合であっても、その区別を明らかにして業

務を行うことを当該法人内で義務づけること等の措置を講じている場合  

(2) 保安機関が店舗経営等を兼業しているときに、保安業務資格者である店舗経営者が店舗に

おける業務を行う場合であっても、従業員を雇用することにより保安業務を行う時間帯（緊

急時対応については終日）に店舗を離れることができるようにすること等の措置を講じてい

る場合  

３．高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正

する法律（平成８年法律第１４号）による改正前の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正

化に関する法律においては、「経理的基礎」を認定調査機関の認定の基準としていたが、改正

後の法においては、「経理的基礎」を保安機関の認定の基準としていないため、その審査は不

要となり、新たに認定の基準とされた「損害の賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置」に

係る審査を要することとなったので注意されたい。  

  

第３３条（一般消費者等の数の増加の認可等）関係  

   第１項中「一般消費者等の数を第２９条第３項の数の範囲を超えて増加しようとするとき」と

は、保安業務区分ごとに認定を受けた一般消費者等の数を超えて当該保安業務を行おうとするこ

とをいい、認定を受けている事業所において一般消費者等の数を単純に増加させる場合のほか、

保安業務を行う事業所を新設する場合にその事業所が行おうとする保安業務区分について、既に

他の事業所で当該保安業務区分の認定を受けていた場合においても一般消費者等の数の増加の認

可が必要である。なお、同時にある事業所において一般消費者等の数が減少し、別の事業所にお

いて一般消費者等の数が増加し、合算して一般消費者等の数に変動がない場合については、一般

消費者等の数が減少した事業所分については法第３３条第２項の届出が、一般消費者等が増加し

た事業所分については法第３３条第１項の認可が必要である。  

  

第３４条（保安機関の業務等）関係  

１．第１項中「その保安業務を行わなければならない」には、他の保安機関が委託を受けている

一般消費者等について業務を行う義務は含まれない。  
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２．第１ 項ただし書中「供給設備又は消費設備の設置の場所その他保安業務を行うべき場所に

立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りで

ない。」としているが、料理飲食店、旅館、学校、病院その他これらに類する施設（ 以下「業

務用施設」という。） における供給設備又は消費設備の点検調査の実施について承諾が得られ

ない場合には、保安機関は、当該一般消費者等に係る販売事業者に対して協力を要請し、要請

を受けた販売事業者は当該一般消費者等から承諾が得られるよう努めることとする。なお、引

き続き当該一般消費者等が点検調査に応じない場合にあっては、保安機関は、販売事業者に対

して、当該業務用施設の所在地を管轄する都道府県又は指定都市に連絡するよう促すこととす

る。また、当該連絡を受けた都道府県又は指定都市は、必要に応じ、当該一般消費者等に対

し、供給設備又は消費設備の点検調査に応じるよう指導されたい。  

３ ． 第１項ただし書中「所有者又は占有者の承諾を得ることができないとき」（ 以下３ ．に

おいて「調査拒否」という。）の例としては、供給設備又は消費設備の点検調査に係る訪問時

に対面で拒否された場合のほか、消費設備の調査に係る訪問時に不在であって、連絡票を入れ

たにもかかわらず連絡等がない場合が挙げられる。この場合、調査又は再調査のために三回以

上訪問したが、所有者又は占有者から連絡等がない場合も、調査拒否と同様の取扱いとする。

なお、各都道府県又は指定都市は、保安機関に対して、一般消費者等にあらかじめ点検調査の

日時を連絡したり、一般消費者等の都合が良い調査日時を設定したり、前回と別の曜日に再訪

問を行うなど、訪問時に不在である確率を減らすよう指導されたい。  

４．第２項は、保安業務を他人に委託することにより、保安業務を実際に行った者の責任と保安

業務を委託した保安機関の責任関係が不明確になることを回避するために法文化されたもので

ある。  

なお、相手が「他人」に該当するか否かについては、以下に示すとおりである。  

(1) 法人にあっては、関連会社、子会社であるかにかかわらずすべて他人である。  

(2) 個人にあっては、保安機関と雇用関係にある者（臨時に短期間雇用された者を除く。）は

他人に含まれない。また、派遣会社からの派遣社員、関連会社等からの出向については、給

与等の支払状況等のいかんにかかわらず、保安業務を行う際の責任が保安機関に帰すことと

なる等の契約が結ばれている場合は、他人とみなされない。  

(3) 下請の個人事業者については、当該保安機関の行う業務のみを請負い、その他の業務を全

く行わない場合であって、下請事業者の保安業務を行う際の責任が保安機関に帰すこととな

る等の契約が結ばれている場合は、他人とみなされない。  

(4) 社団法人とその社員、事業協同組合とその組合員、事業協同組合連合会とその会員、農業

協同組合とその組合員及び農業協同組合連合会とその会員とは他人である。  

  

第３５条（保安業務規程）関係  

１．保安業務規程の認可については、「保安機関の認定及び保安機関の保安業務規程の認可に係

る運用及び解釈について」（平成２５年３月２９日付け 

２０１３０２０８商局第３号）を参照されたい。  
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２．第３項中「保安業務の適確な遂行上不適当となつたと認めるとき」の例としては、点検又は

調査の対象となる供給設備又は消費設備の分布の変化により、事業所や保安業務資格者の配置

が適切でなくなった場合等がある。本項の規定による命令があったときは、その命令の趣旨に

沿って保安機関は保安業務規程の変更の認可を申請する必要がある。  

  

第３５条の２（適合命令）関係  

   「必要な措置」とは、個々具体的な場合に応じて、例えば保安業務資格者等の増員又は補充、

法人の種類に応じて定められる構成員の構成の是正、兼業部門調整等がある。  

  

第３５条の４（準用規定）関係  

１．本条の準用による法第１０条の規定により保安機関の地位を承継した場合、各保安業務を行

う事業所の認定の内容がそのまま承継されるほか、承継者は被承継者に対する認定の条件等の

義務も承継する。  

２．本条の準用による法第１０条の規定により保安機関の地位を承継した保安機関が、承継と同

時に保安機関の事業所等の変更を行う場合には、事業所の名称の変更に係るものについてはそ

の旨を付記したものでも差し支えないが、その他については本条で準用する法第８条の規定に

よる届出が別途必要である。  

  

第３５条の１０（認定の取消し）関係  

１．第１項中「遅滞なく、その認定を取り消さなければならない。」とは、販売事業者からの報

告、立入検査等により取消しに該当する事実が明確になった段階で行うことをいう。  

２．第２項中「１０日以上の相当な期間を定めて報告すべきことを催告」する場合は、書留又は

配達証明郵便により通知することが望ましい。  

  

第３６条（貯蔵施設等の設置の許可）関係  

１．第１項第１号中「経済産業省令で定める量以上」とあるのは、規則第 

１５条に定める量以上のことであるが、許可にかからしめる貯蔵施設か否かの判断は、あくま

で液化石油ガス販売事業者が規則第１５条に定める量以上の液化石油ガスを貯蔵するか否かに

よるものであり、貯蔵施設の面積によって決定されるものではない。  

２．第１項第１号及び第２号中「設置」とは、現実に工事を行って新設する場合のみならず、第

三者が所有している貯蔵施設又は特定供給設備を譲り受けた場合及び自ら保有する施設又は設

備を他の用途から転用する場合も含まれる。  

なお、法第１０条の規定により、貯蔵施設又は特定供給設備を承継した場合は、新たに「設

置」の許可を受ける必要はない。 

 

第３７条の２（変更の許可）関係  
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第１項中「貯蔵施設の位置、構造若しくは設備を変更」とは、規則第５２条の基準に不適合

になる可能性のある場合のものをいい、警戒標の付けかえや同一材料での屋根のふきかえは含ま

れない。  

また、「特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置を変更」とは、規則第５３条及び第５

４条の基準に不適合になる可能性のある場合のものをいい、同一材料での屋根のふきかえや同一

製造事業者による同一型式の調整器、気化装置等の交換は含まれない。  

  

第３７条の３（完成検査）関係  

   第三者が所有している貯蔵施設又は特定供給設備を譲り受けた場合であって、当該貯蔵施設又

は特定供給設備に何の変更も加えないときは、新たに完成検査を受ける必要はない。  

  

第３７条の４（充てん設備の許可）関係 

１．第１項中「供給設備に液化石油ガスを充てんするための設備（以下「充てん設備」とい

う。）ごとに」とは、充てん設備１台ごとに新規の許可が必要である旨を定めたものであり、

高圧ガス保安法第５条第１項における移動式製造設備に係る製造の許可及び同法第１４条第１

項の変更許可の扱いとは異なる。 

なお、本条において許可を受けるべき充てん設備は、新規に製作する場合 

のみならず、第三者が所有している充てん設備を譲り受けた場合も含まれる。  

２．第３項中「経済産業省令で定める所在地」とあるが、高圧ガス保安法第 

５条第１項又は第１４条第１項の許可を受け同法第２０条第１項又は第３項の完成検査を受け

た移動式製造設備（液化石油ガス保安規則第２条第７号の移動式製造設備に限る。）であっ

て、かつ、法第３７条の４第１項の許可を受けている充てん設備に係る「経済産業省令で定め

る所在地」のみの変更については、当分の間、軽微な変更として取り扱うこととする。  

３．第４項において準用する法第３７条の３の完成検査において、第三者が所有している充てん

設備を譲り受けた場合であって、当該充てん設備に何の変更も加えないときは、新たに完成検

査を受ける必要はない。  

  

第３８条の２（基準適合義務）関係  

１．本条による義務は「供給設備又は消費設備の設置又は変更の工事」を行うすべての者に課せ

られる。すなわち、液化石油ガス販売事業者のみならず、例えば水道工事業者、建築業者等に

も本条が適用される。  

なお、液化石油ガス販売事業者に対する啓発は当然であるが、水道工事業者、建築業者等

に対しても、本条及び法第３８条の３の趣旨の徹底を図られたい。  

２．本条の基準適合義務を確実に実施するため、液化石油ガス販売事業者に対し、液化石油ガス

設備士を販売所ごとに確保又は法第３８条の１０の特定液化石油ガス設備工事事業者と継続的

な委託契約を締結するよう指導されたい。特に、液化石油ガス販売事業の登録を行う際には、

液化石油ガス設備士を販売所ごとに確保又は法第３８条の１０の特定液化石油ガス設備工事事

業者と継続的な委託契約を締結するよう十分に指導するとともに、当該申請者が液化石油ガス
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設備士を有しない場合にあっては、液化石油ガス販売事業者自身が液化石油ガス設備工事の作

業を行うことのないよう徹底を図られたい。  

  

第３８条の４（液化石油ガス設備士免状）関係  

   第４項の返納命令は、いわば免許の取消しと同様であって、命令書が到達した時に液化石油ガ

ス設備士としての資格を喪失することになる。 

 

第３８条の７（液化石油ガス設備工事の作業に関する制限）関係  

   営業主が液化石油ガス設備士免状の交付を受けていない使用人と共謀のうえ、使用人を本条に

基づき規則で定める作業に従事させた場合は、営業主も共同正犯として処罰される。営業主が本

条違反の行為を教唆し、又はほう助した場合も、それぞれ教唆犯、ほう助犯として処罰されるこ

ととなる。  

  

第３８条の８（液化石油ガス設備士の義務）関係  

   設備士免状は、消費者等の求めに応じて提示するためのものであり、設備士が積極的に提示す

ることは必要でない。  

  

第３８条の１０（特定液化石油ガス設備工事事業の届出）関係  

１．第１項中「特定液化石油ガス設備工事事業者」とは、規則第１１１条に掲げる設備工事の施

工を実際に行う者をいい、特定液化石油ガス設備工事につき、専ら受注し、それを他の特定液

化石油ガス設備工事事業者等に発注する者は含まないものとする。  

２．第１項中「当該事業所における事業の開始」とは、特定液化石油ガス設備工事につき契約を

締結することをいう。  

  

第３８条の１１（施工後の表示）関係及び第３８条の１２（記録の保存等）関係  

   法第３８条の１１及び法第３８条の１２の「特定液化石油ガス設備工事事業者」とは、規則第

１１５条に掲げる工事を実際に行った特定液化石油ガス設備工事事業者をいう。  

  

第３９条（販売の制限）関係  

   「販売の事業」とは、対価を受けることを条件として、継続反覆して液化石油ガス器具等を譲

り渡すことをいい、液化石油ガス器具等を一回的に譲渡するような者は、本条の販売の事業に当

たらない。  

  

第４１条（事業の届出）関係  

液化石油ガス器具等の「製造」とは、省令で定める型式の区分ごとに液化石油ガス器具等を完

成させることをいい、部品のみの製造は含まれない。また、自己の設計の下、全製造工程を下請
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けさせる場合においても、完成品の検査を自己の責任において行い、かつ、アフターサービスも

行うような場合には製造事業者に含まれると解し、届け出ることができる。  

  

第８３条（立入検査等）関係 

１．液化石油ガス販売事業者の事務所、営業所等については本条の規定によるほか、高圧ガス保

安法第６２条第１項の規定により、経済産業省、都道府県及び指定都市の職員は立入検査をす

ることができる。  

これは、高圧ガス保安法は、いわば、本法の母法であり、液化石油ガス販売事業者について

は高圧ガス保安法も適用される（例えば、第２３条、第 

３９条等）からである。  

２．消防機関は法第８７条第２項の規定により「措置要請」ができることになっているが、消防

職員は、本条による立入検査はできない。  

消防職員の立入検査は、消防法第４条又は第４条の２の規定に基づくものである。  

  

第８７条（関係行政機関への通報等）関係  

   第２項の消防機関の要請は、「火災その他の災害の予防のため特に必要があると認めるとき」

と規定されているので、「取引の適正化」に係る事項についてはすることができない。  

  

第８８条（公示）関係  

   法第３５条の６第１項の認定をし、又は認定を取り消したときは遅滞なく認定され、又は認定

を取り消された者の氏名又は名称及び法人にあっては代表者の氏名並びに住所を公示すること。  
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別添２ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令の運用及び解釈について  

  

第２条（一般消費者等）関係  

１．第１号中「業務の用」は、法第２条第２項中「生活の用」に対するものであり、商業、サービ

ス業等のみならず、例えば工場の事務所における使用も含まれる。すなわち、法第２条第２項

と本号とにより、液化石油ガスを冷暖房又は飲食物の調理（省令で定める施設内におけるもの

を除く。）のために使用する者は、その限りにおいて、その職業の有無あるいはそのいかんを問

わず、すべて、一般消費者等になる。なお、「暖房若しくは冷房」とは、人間のためのものに限

り、農産物の栽培のためのもの等は含まれない。また、「調理」とは、その場所において、その

調理した飲食物を飲食させる場合及び直接一般消費者に販売する目的をもって調理する製造、

小売の場合をいう。  

すなわち、専ら製造、卸を業とする者は除外されるが、製造、卸と一般消費者への直接の販

売の両方を行っている者は含まれるので、いわゆる給食センター（調理した食品を直接学童、

従業員等の一般消費者に販売している。）は液化石油ガス法の対象となる。  

２．「船舶」とは、船舶安全法の適用を受けるか否かを問わず、自力航行能力を有する社会通念上

の船舶をいう。  

３．第２号は、液化石油ガスをいわゆる「湯沸し」のために使用する者のうち一定のものを一般消

費者等に加える規定である。  

「サービス業」の範囲については、日本標準産業分類の「サービス業」に準拠するが、主な

ものは次のとおりである。  

(1) 旅館業（旅館、ホテルのほか、貸間、下宿、共済会館等の経営の事業も含まれる。）  

(2) クリーニング業（クリーニング業法第２条第１項の「クリーニング業」をいう。すなわち、

いわゆる貸しおしぼり業等も含まれる。）  

(3) 理容業（理容師法第１条第１項の「理容」の事業をいう。）  

(4) 美容業（美容師法第２条第１項の「美容」の事業をいう。）  

(5) 浴場業（公衆浴場法第１条第２項の「浴場業」をいう。）  

(6) 医療保健業（病院、診療所、助産所等の経営の事業をいう。）  

  

第３条（液化石油ガス器具等）及び第４条（特定液化石油ガス器具等）関係  

１．別表第１第２号イ及び別表第２第１号中、「液化石油ガスを充てんした容器が部品又は附属品

として取り付けられる構造のもの」とは、ごとくを用いて調理するものの他、ごとくを用いず

調理するもの（網焼き器、鉄板焼き器、たこ焼き器、おでん鍋、炊飯器、オーブン等）も含

む。 

別表第１第２号イ及び別表第２第１号中、「容器が部品又は附属品として取り付けられる構造

のもの」のうち、「容器が部品として取り付けられる構造のもの」とは、次の構造のものをい

う。  

① 容器が組み込まれる構造のもの  

② 容器に燃焼器を直接取り付ける構造のもの（①を除く。）  
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③ 内容積が５リットル以下の容器と燃焼器を硬質管以外の管によって接続する構造のもので、

当該燃焼器と硬質管以外の管の接続方法がホースエンドによる差し込み式以外の方法のもので

あり、かつ、当該容器に日本産業規格Ｂ８２４５（２００４）液化石油ガス容器用弁に定める

規格の適用を受ける弁を使用しないもの  

「容器が附属品として取り付けられる構造のもの」とは、内容積が５リットル以下の容器と

燃焼器を硬質管以外の管によって接続する構造のもので、当該燃焼器と硬質管以外の管の接続

方法がホースエンドによる差し込み式以外の方法のものであり、かつ、当該容器に日本産業規

格Ｂ８２４５（２００４）液化石油ガス容器用弁に定める規格の適用を受ける弁を使用するも

のをいう。  

２．別表第１第３号及び別表第２第２号中「液化石油ガス用瞬間湯沸器」とは、給水に連動してガ

ス通路を開閉することができる機能をもち、水が熱交換器を通過する間に加熱される構造の給

湯機をいい、もっぱら給湯の用に供するもののみならず、床暖房、浴室乾燥、ふろ追い焚きそ

の他の用に供するため、水等の熱媒体を加熱し、循環させる機能を併せもつガス給湯温水熱源

機を含む。  

３．別表第１第５号及び別表第２第３号中「液化石油ガス用バーナー付ふろがま」とは、次の①及

び②の要件に適合するものをいい、給湯機能を併せもつものを含む。  

① ふろがまにふろバーナーが固定されているか又は容易に取り外すことができない方法で取り

付けられていること。  

② 輸送時の梱包がふろバーナーを取り付けた状態であるもの。  

４．別表第１第６号及び別表第２第４号中「液化石油ガス用バーナーを使用することができるふろ

がま」とは、液化石油ガス用ふろバーナーを使用することが可能なふろがまをいい、都市ガス

用ふろバーナーを使用することもできるいわゆる液化石油ガスと都市ガス兼用のふろがまを含

む。したがって都市ガス専用のふろがまは除かれる。  

５．別表第１第５号及び第６号並びに別表第２第３号及び第４号中「ふろがま」には、ボイラ及び

圧力容器安全規則（昭和３４年労働省令第３号）の適用を受けるボイラを含まない。  

６．別表第１第９号及び別表第２第７号中「液化石油ガス用ガス栓」とは、調整器（燃焼器具から

最も近いものをいう。）から燃焼器具までの間に設置される供給管又は配管に主として接続され

るものをいう。  

ただし、ガス栓のうちホースガス栓であって本体が箱内に収納されるボックスガス栓であっ

て、本体と入口側接続部が分離できるものは、本体のみをもってガス栓と見なすことができる。  

７．別表第１第１３号及び別表第２第８号中「携帯液化石油ガス用バーナー」とは、主として食

品の調理や火起こしなどの用途に用いられる、液化石油ガス容器に直接接続することにより、可

燃性ガスを使用して炎を出す製品であって、容易に持ち運びができ、携え持って使用する製品

（いわゆる「ガストーチ」）を指し、据付けて使用するものは含まない。 

また、次に該当するものは除く。 

① 液化石油ガス容器との接続部から火炎を出す位置までの距離が 35 センチメートル以上のも

の 
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② 吸収材の封入など液化石油ガスの漏えいを防止するための加工がされた容器を使用する場合

に限り、当該容器との接続部がねじ式のもの 

「液化石油ガスの漏えいを防止するための加工」とは、液化石油ガスが液体の状態で当該容器

から流出することを防ぐための加工のことをいう。 

 

第１０条（報告の徴収）関係  

   本条は、法第８２条第１項から第３項までの規定により報告をさせることができる事項の範囲を

規定したものであり、これらについて現実に報告をさせることができるのは、法第８２条第１項

に規定されているとおり、「法の施行に必要な限度」に限られる。  

  

第１１条（関係行政機関への通報等）関係 

本条の規定による通報は、毎月分をとりまとめ、翌月末までに行うこと。ただし、緊急の必要

があると認められるときは、この限りでない。  

  

第１３条（都道府県又は市が処理する事務）関係  

１．第１項の規定により、供給設備に係る法第１６条の２第２項の規定に基づく経済産業大臣の権

限に属する事務は、当該供給設備に係る販売所の所在地を管轄する都道府県知事（指定都市の

区域内にあっては、指定都市の長）が行うこととなる。  

これは、保安の確保の実効性の観点から都道府県知事又は指定都市の長が処理する事務とす

るものである。  

２．第２項の規定により、都道府県知事又は指定都市の長は、法第３条第１項の登録を経済産業大

臣が行った液化石油ガス販売事業者及び第１４条第１項の権限の委任に基づき経済産業局長及び

産業保安監督部長が行った液化石油ガス販売事業者について、報告徴収の事務を行うこととな

る。  

３．第３項の規定により、都道府県知事又は指定都市の長は、法第３条第１項の登録を経済産業大

臣が行った液化石油ガス販売事業者及び第１４条第１項の権限の委任に基づき経済産業局長及び

産業保安監督部長が行った液化石油ガス販売事業者について、立入検査の事務を行うこととな

る。  

なお、都道府県知事又は指定都市の長は、その管轄区域内に販売所を有する液化石油ガス販

売事業者に係る供給設備であれば、当該都道府県知事（指定都市の区域内にあっては、指定都市

の長）の管轄区域外に設置されているものについても立入検査をすることができる。  

４．第４項の規定により、都道府県知事又は指定都市の長は、法第２９条第 

１項の認定を経済産業大臣が行った保安機関及び第１４条第４項の権限の委任に基づき産業保

安監督部長が行った保安機関について、報告徴収及び立入検査の事務を行うこととなる。  

なお、都道府県知事又は指定都市の長は、その管轄区域内の液化石油ガス販売事業者の販売

所に係る保安業務を行っている保安機関の事業所であれば、当該都道府県知事（指定都市の区域

内にあっては、指定都市の長）の管轄区域外に所在地があるものについても立入検査をすること

ができる。 
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５．第１１項の規定により、産業保安監督部長は、その管轄区域内の経済産業大臣又はその経済産

業局長及び産業保安監督部長の登録を受けた液化石油ガス販売事業者の販売所に係る保安業務

を行っている保安機関の事業所であれば、当該産業保安監督部長の管轄区域外に所在地がある

ものについても立入検査をすることができる。  
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別添３ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料令の運用及び解釈に

ついて  

  

別表第１第１号（法第３条第１項の登録）関係  

「一件につき」とは、1 回の申請に係るすべての内容をいい、複数の販売所について同時に登録

を受けようとする場合にあっても、一件である。  

  

別表第１第２号（液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付）関係  

「一通につき」とは、一の液化石油ガス販売事業者ごとに謄本を一通請求することをいい、販売

所ごとに一通請求することではない。  

  

別表第１第３号（液化石油ガス販売事業者登録簿の閲覧）関係  

「一回につき」とは、一の液化石油ガス販売事業者について一回閲覧することをいう。したがっ

て、複数の事業者の内容を閲覧する場合は、所定の額に液化石油ガス販売事業者の数を乗じた額が

手数料となる。  

  

別表第１第７号（法第３５条の６第１項の認定）関係  

「認定を受けようとする者が販売契約を締結している一般消費者等の数」とは、当該認定が液化

石油ガス販売事業者を認定するものであるから、複数の販売所を有している場合は、そのすべての

販売所で液化石油ガスの販売契約を締結している一般消費者等の数を合計したものをいい、認定対

象消費者の数とは異なる。  
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別添４ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の運用及び解釈について  

  

第１条（定義）関係  

１．貯槽について  

法では高圧ガスが充てんされるものをすべて「容器」として表現している（例えば法第２条）

が、本規則では、高圧ガス保安法第４１条第１項に規定する容器を「容器」とし（規則第１条第２

項第３号）、地盤面に対して移動することができないものであってバルク貯槽以外のものを「貯

槽」とした。  

第２項第１号中「地盤面に対して移動することができないもの」とは、常時地盤面に対して支柱

等により固定されているものをいい、例えば配管等と一時的に接続されている容器は含まれない。   

２．貯蔵能力について  

「貯蔵能力」とは、貯蔵設備が貯槽である場合には供給管若しくは配管又は集合装置により連

結された貯槽の内容積に応じて算出された貯蔵能力、容器である場合には、供給管若しくは配管又

は集合装置により連結された容器の内容積に応じて算出された貯蔵能力の合計をいう。  

第２項第５号中「貯槽又はバルク貯槽の常用の温度における液化石油ガスの比重」とは、液化

石油ガスが使用される場合に、当該ガスの過程において通常なりうる、 高の温度における液化

石油ガスの比重をいうが、「液化石油ガスの成分」、「通常なりうる 高の温度」等について不明確

な場合が多いので、次のように統一して運用されたい。  

本号の「常用の温度における液化石油ガスの比重」は、「温度４０度における当該貯槽に貯蔵さ

れる液化石油ガス比重」として保安距離を算定する。この場合、当該貯槽に貯蔵される液化石油ガ

スの成分が不明の場合はブタンが貯蔵されるものとして、また成分が不定の場合は比重の最大のも

のが貯蔵されるものとして算定する。  

３．第６号イに定める学校、ロに定める病院及びニに定める施設には、校庭、病院の庭等は含まれる

（当該学校、病院等に液化石油ガスを供給するための貯蔵設備及び充てん設備に適用する場合を除

く。なお、当該学校の校庭、病院の庭等内に貯蔵設備を設置する場合には、当該施設を利用する者

が通常通行しない場所に設置する等、保安の確保に努めるよう指導されたい。）。   

４．第６号ハ中「その他これらに類する施設」とは、野球場、図書館等観覧の用に供するものをい

い、「収容定員」とは、あらかじめ建築物の面積等により、定まっている収容することができる人

員をいう。  

５．第６号ト中「１日に平均２万人以上の者が乗降する駅」とは、年間の総乗降客を１日平均して２

万人以上となる駅をいい、「駅の母屋及びプラットホーム」には貨物専用のものは含まれない。ま

た、プラットホーム等に屋根があるか否かは問わない。  

６．第６号チ中「建築物」は、土地に定着する工作物であって、  

①「屋根及び柱又は壁を有するもの」  

②「観覧のための工作物」並びに  

③「地下又は高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫、その他これらに類する施設」

をいう。  
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しかし、イからトまでに掲げる機能を有する建築物、例えば１日２万人未満の人が乗降する

駅、収容人員３００人未満の劇場はチの「建築物」としては規制されない。  

すなわち、チの「建築物」は上記の建築物①②③のうち、①及び③の一部となる。（観覧のため

の工作物、地下又は高架の工作物内に設ける興行場は、ハに掲げる機能を有する。） 

また、アーケードのみにより連絡された商店街は一つの建築物ではない。 

「不特定かつ多数の者を収容することを目的とする建築物」とは、いわゆる第三者の出入りす

る建築物をいい、キャバレー、ボーリング場、結婚式場、礼拝堂、ドライブイン、レストラン等が

含まれる。  

一つの建築物の一部に「不特定かつ多数の者を収容することを目的とする建築物」があれば、

当該建築物全体が第１種保安物件となる。  

「その用途に供する部分の床面積の合計が１,０００ｍ２以上のもの」については、例えば１室

が喫茶店、１室が事務所、１室が衣料品店である建築物において、喫茶店の床面積（収容される者

が専ら使用するろう下、便所等の床面積を含む。）及び衣料品店の床面積の合計が１,０００ｍ２以

上となる場合には、当該建築物全体が第１種保安物件となる。  

７．第７号中「住居の用に供するもの」とは、人が寝食する建築物（具体的には、寝具、炊事設備及

び便所があることをいう。）をいい、例えば別荘、飯場の仮設宿泊所、工場の宿泊室等は含まれ、

運転手の仮眠所、守衛の詰所等は含まれない。  

なお、一つの建築物の一部分が住居の用に供するものである場合、当該部分がその他の部分と

明確に区分して認識(例えば渡りろう下、壁等による区分)されない限り当該建築物全体を第２種保

安物件とする。  

また、「販売所の存する敷地」とは、登録申請に際して添付された図面に記載されている敷地を

いうが、当該敷地内に第三者が居住する住居が新設された場合にあっては、当該住居の敷地及びこ

れに付帯する敷地は「販売所の存する敷地」には含まないこととする。  

８．残ガス容器について  

残ガス容器とは、第１０号の充てん容器以外の容器であって、残存しているガスが気体の状態

のガスのみであり、その圧力が温度３５度において１メガパスカル未満である場合の容器は含まれ

ないが客観的に反証のない限り、充てん容器以外の容器は残ガス容器と推定して取扱うものとす

る。  

  

第３条（供給設備）関係  

１．「貯蔵設備」とは、バルク貯槽、貯槽若しくは集合装置又は供給管に連結された容器により、液

化石油ガスを貯蔵しているものをいう。  

２．「これらに準ずる設備」とは、高圧ホース、ピグテール、集合管及び対震自動ガス遮断器等をい

う。  

  

第４条（販売事業の登録申請等）関係  
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１．「販売所」とは、販売に係る事務等を行うスペースを有し、建物の中にあるものをいう。したが

って、車両や容易に移動できる天幕、下宿等はこれに該当しない。  

２．第２項第１号の図面には、適宜、 寄駅等より販売施設に至る経路を記入する。  

３．第２項第２号の書面は、規則第１１条第２項に規定する状況を証する書面を添付することである

から、高圧ガス保安法第５条第１項の許可書の写し、同法第１６条第１項の許可書の写し、委託契

約書の写し等がこれにあたる。  

４．第２項第３号の内容を記載した書面は、登録申請時における販売所ごとの予定事項を記載するこ

と。また「販売予定地域」は、当該液化石油ガス販売事業者が販売所ごとに販売しようとする一般

消費者等の分布している地域を「○○県○○市○○町の区域」というように記載させること。  

５．第２項第４号の書面は、規則第６条に定める内容に適合した保険に加入していることを証する書

面（保険証券、約款及び領収書の写し、又は付保証明書等）とする。  

６．第２項第６号中「業務を行う役員」とは、株式会社の取締役、合名会社の業務執行社員等をい

い、株式会社の監査役は法人の役員ではあるが、ここにいう「業務を行う役員」には該当しない。  

７．様式１中、「登録番号」とは、次のとおりとする。  

(1)  登録番号は、行政庁を識別する番号等と、液化石油ガス販売事業者ごとに付す番号等から構

成する。  

(2)  行政庁を識別する番号等の冒頭は、別表第１に対応する番号等とする。  

(3)  別表第１に対応する番号等以降は、必要に応じて任意の番号等を付す。  

(4)  ただし、指定都市は、令和５年４月１日付で都道府県知事から指定都市の長へ権限が移譲さ

れることにより、指定都市の長が登録したとみなされる液化石油ガス販売事業者に対して、指

定都市の判断により、従前から付されている行政庁を識別する番号等を使用することができ

る。  

(5)  令和５年４月１日付で都道府県知事から指定都市の長へ権限が移譲されることに伴い、同一

都道府県内の行政庁は、２以上の液化石油ガス販売事業者に対して同一の登録番号を付すこと

がないよう、十分関係自治体間の連絡を図られたい。  

 

第６条（損害賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置）関係  

   本条の保険契約において、保険の契約者は必ずしも法第３条第１項の登録の申請者自身でなくても

よい。すなわち、申請者Ａのために、他の者ＢがＡを被保険者とする損害賠償責任保険契約を保険会

社Ｃと締結し、保険料はＢが支払うものでもよいが、Ａが液化石油ガスの災害により他人に被害を与

え、その賠償を行わなければならない場合の支払について、規則第６条各号以外の条件が付されてい

ないものでなければならない。（例えば、ＡがＢから購入した液化石油ガスによる災害の場合にの

み、支払われるような条件が付されていてはならない。）  

  

 第９条（販売所等の変更の届出）関係  
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１．第２項中「貯蔵施設を保有又は占有しない理由を変更」とは、規則第１１条第２項各号に掲げる

事由を変更した場合のほか、同項第３号及び第４号に掲げる場合の委託先が変更となった場合をい

う。  

２．第２項中「支払能力を変更」とは、販売所を新設した場合で新たに損害賠償責任保険を追加加入

した場合、損害賠償責任保険の付保額を変更した場合又は損害賠償責任保険の加入先を変更した場

合をいう（加入先から付保証明書が登録行政庁に送付される場合を除く。）  

  

第１０条（承継の届出）関係 

  承継に伴って販売所等の名称の変更があった場合は、届書にその旨付記させる。  

  

第１１条（貯蔵施設）関係  

１．第１項中「販売所ごとに」とは、それぞれの販売所に属する貯蔵施設が必要である旨である。  

この場合、販売所に属するといえるためには、その貯蔵施設における液化石油ガスの貯蔵量の決

定及びその出し入れ、その他その管理の権限がその販売所にあることを要する。  

２．販売所に属する貯蔵施設とは、販売所と同一敷地内にあること、又は敷地を異にする場合には次

に掲げる要件に適合する販売所から５ｋｍ以内に設置されるものであることをいう。  

(1)  通常の状態において１０分以内に到着できる車両を有していること。  

(2)  貯蔵施設には、貯蔵施設の所有者若しくは占有者の従業員であって規則第３６条第２項に定

める要件に適合する者が管理人として貯蔵施設に常駐していること、又は貯蔵施設に関係者以

外の者が容易に近づけず立ち入らないような措置を講じていること。 

なお、上記の措置はさく、へいを設け施錠等を行うことなどが考えられるが、これに限らな

い。  

(3)  共同の貯蔵施設にあっては、販売事業者ごとに当該販売事業者がその貯蔵施設として占有す

る範囲を明確に不燃材（さく、くさり等）で区分するとともに、貯蔵施設ごとに必要な器具類

は専用のものを備えていること。  

(4)  共同の貯蔵施設にあっては、賃貸借契約等により管理責任が明確にされていること。  

３．高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する

法律（平成８年法律第１４号）による改正前の法第１１条ただし書の許可を受けた販売所で、以下

の要件により許可を受けた貯蔵施設については、なお、従前どおりとする。  

（要件）  

販売所から５０ｍ以内の場所に面積３ｍ２未満の貯蔵施設を所有又は占有する場合であって、次

に掲げるすべての条件に適合する場合  

(1)  顧客である消費者数が１００戸以下であって、都市ガスの普及している都心部又は人口減少

の続いている山間部のように、今後消費者数が増加する可能性がない地域に販売所があるこ

と。（「顧客である消費者数が増加する場合には、貯蔵施設の面積はＳ＝０．０２Ａの式で算出

した面積以上に拡大すること。」の旨の念書がとられていること。）  

(2)  容器置場の面積が１．５ｍ２以上であって、かつ、次の式で算出した面積以上であること。  
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Ｓ＝０．０２Ａ  

（Ｓ:面積（単位ｍ２） Ａ:消費者数）  

４．２以上の販売所で一つの貯蔵施設を共用することは差し支えない。ただし、１．の要件に適合す

ることが必要なことは当然であり、２以上の販売所が別々の企業の場合には、この点の審査をとく

に十分に行い、また、それぞれの使用部分を明確にさせること。 

なお、面積は３ｍ２に販売所の数を乗じたものを下回ってはならない。  

５．面積の算定は、柱、壁の中心線から行う。同一敷地内の貯蔵施設については合算して３ｍ２以上

であればよい。また、一般消費者等以外の者に販売する液化石油ガスの貯蔵の用にも供するもので

あっても、面積は販売所ごとに３ｍ２以上でよい。この場合一般消費者等に販売するものとその他

のものとを区分する必要はない。 

また、一般消費者等に販売する液化石油ガス以外の高圧ガスの貯蔵をあわせて行う場合には、一

般高圧ガスの貯蔵に供される部分を除いて３ｍ２以上が必要である。一般高圧ガス保安規則第６条

第２項第８号により、液化石油ガスと区分して貯蔵しなければならない。なお、同一敷地内に貯蔵

施設又は高圧ガス保安法の容器置場（液化石油ガス保安規則（昭和４１年通商産業省令第５２号）

の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。）が複数ある場合にあっては、当該貯蔵施

設及び容器置場の合計面積により、規則第１４条第２号の第一種施設距離及び第二種施設距離を算

定する。  

６．第２項第３号中「現に引き渡すことにより」とは、この号に限り、容器を一般消費者等の消費先

に置くことをいい、質量販売又は体積販売を意味する。また、「全量委託」とは、通常の販売行為

における配送、保管等を意味し、災害の発生のおそれがある場合等におけるやむを得ない保管、引

き取り等はこれに含まれない。  

７．第２項第３号イ中「第一種製造者」及びロ中「第一種貯蔵所を所有し、又は占有している者」へ

の委託については、高圧ガス保安法第５条第１項及び同法第１６条第１項の許可を受けた者のほ

か、当該許可を受けた者と資本関係にある配送事業者に対し、配送を委託している場合も含むもの

とする。なお、この場合規則第４条第２項第２号の書面には、配送事業者との委託契約書の写しの

ほか、配送事業者と第一種製造者又は第一種貯蔵所を所有し、又は占有している者との関係を示す

書面の添付が必要である。  

  

第１３条（書面の記載事項）関係  

１．第１号中「責任に関する事項」としては、液化石油ガス販売事業者及び保安機関の保安上の責任

を有する範囲等を記載させる。  

２．第２号中「責任に関する事項」としては、消費設備に係る一般消費者等の保安上の責任について

記載させる。  

３．第３号中の「計量の方法」としては、計量法第１０条、第１２条（特定商品の計量）の規定又は

第１３条（密封をした特定商品に係る特定物象量の表記）の規定に従う旨及びいわゆるメーター

販売の場合は検針の日等検針の方法を記載させる。  

４．第４号中「引取りの方法」としては、質量により販売した液化石油ガスであって消費されない残

ガス計量の方法等引取りの具体的方法及び引取りの決済条件を記載させる。  
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５．第５号、第６号、第８号及び第９号については、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化

に関する法律施行規則（平成９年通商産業省令第１１号）の運用及び解釈の基準について」（平成

９年３月１９日付け平成０９･０３･１７資庁第１号）を参照されたい。  

６．第１０号における保安機関のうち、供給開始時点検・調査を行う保安機関については、改正法の

施行の際現に液化石油ガスを供給している一般消費者等に対して供給開始時点検・調査が行われ

ることはないので、書面に記載する必要はない。なお、液化石油ガス販売事業者が保安機関を変

更したときは、遅滞なく、一般消費者等に対し書面を交付する必要がある。その際第１０号に定

める内容のみを交付することは差し支えない。  

  

第１４条（貯蔵施設の技術上の基準）関係  

１．第１号中、貯蔵施設の「明示」については、第三者からみて、当該貯蔵施設の範囲が客観的に明

らかになる状態であればよく、例えば、コンクリート造りの建物の場合、さらにペイント等で境

界を示す必要はない。建物がない場合には地上にペイントで線を引く等の措置を講ずるものとす

る。  

また、「外部から見やすいように」とは、当該貯蔵施設の外部の何れの方向からもわかるように

することをいい、例えば複数個の警戒標があればよい。  

２．第２号は、原則として貯蔵施設が、第１種保安物件に対し第１種施設距離以上、第２種保安物件

に対し第２種施設距離以上の距離を有すべき旨の規定であり、貯蔵施設を新設する場合には、こ

れらの距離内の土地を所有権、借地権等により確保させるように指導されたい。 

なお、距離の測定は水平距離によって行う。  

  

第１６条（販売の方法の基準）関係  

１．第２号中の「その旨」については、次のように行うものとする。  

(1)  明示すべき事項は、「充てん期限○－□」（○は年、□は月を示す。）とする。年については、

西暦年４桁とし、月については、次回の再検査を受けないで液化石油ガスを充てんできる 終日

を含む月とする。高圧ガス保安法第４８条第５項の特別充てん許可を受けている容器であっ

て、再検査期限よりも特別充てん許可が短かい容器については、特別充てん許可を充てん期限

として明示する。  

(2)  文字（数字を含む）の色は赤、（方法はスタンプ吹きつけでもよい。）その一つの大きさは縦

横３ｃｍ以上を標準とし、２行以上にわたって記載してもよいこととする。  

(3)  明示すべき位置は、容器の胴部の見やすい箇所とする。  

２．第３号は、充てん容器の引渡しは一般消費者のもとに配達し、配管に接続してからすべき旨の規

定であり、いわゆる予備容器を一般消費者等のもとにおくことを禁止するものである。ただし、

いわゆるツイン方式を禁止するものではない。（この場合、手動の切換えは一般消費者等が行って

もよい。） 
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「屋外において移動して使用される消費設備」とは、屋台、キャンピングカー、キッチンカー

等をいう。なお、配管を使用しないで燃焼器を容器に直接接続する用法のものに対しては適用さ

れないものとする。  

３．第４号の「消費設備の数」は、ガスメーターの数により、算定するものとする。  

４．第６号中「計量器等作業に必要な物」とは、具体的には、計量器、転倒防止装置、工具、気密試

験設備、塗装用設備（塗料を除く。）、温度計等をいう。  

５．第７号の「引火性若しくは発火性の物」には、例えば石油類を含み、薪炭類は含まない。  

６．第８号の「温度四十度以下に保つこと」については、例えば、直射日光、暖房等による温度上昇

を防ぐため、屋根、障壁、散水装置を設ける等の措置を講じさせることとする。  

７．第１１号については、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則（平

成９年通商産業省令第１１号）の運用及び解釈の基準について」（平成９年３月１９日付け平成０

９･０３･１７資庁第１号）を参照されたい。  

８．第１２号は、いわゆるガス切れにより消費者の利便に支障を生じないようにすることを目的とし

ており、ガス切れのないよう定期的に、あるいは消費者の要求があった日時に可及的すみやかに

液化石油ガスの引渡しをすべき旨を定めた規定である。しかし本号は液化石油ガスの引渡しを、

契約の範囲内において遅滞なくすべき旨を規定したものであり、販売契約の締結自体を強制する

ものではないから、例えば、代金の不払い等の場合に新たな供給を停止することは、本号の禁止

するところではない。  

９．第１３号本文は、液化石油ガスの取引は、ガスメーターの設置による体積販売すなわち計量法に

定める法定計量単位の立方メートル（又はこの補助計量単位）により販売しなければならないこ

とを定めた規定であり、同号ただし書は、次の場合には質量販売すなわち、計量法に定める法定

計量単位のキログラム（又はこの補助計量単位）により販売することができることを定めた規定

である。  

(1)  内容積が２０リットル以下の容器により取引する場合。（２０リットル以下の容器であれ

ば複数の容器を配管に接続して引き渡す場合も含む。）  

なお、１０キログラム容器は、２０リットル以下の容器に該当しない。  

(2)  規則第１６条第３号ただし書に規定する場合、すなわち、自動車、屋台等に備えられた移動

する消費設備により液化石油ガスを消費する者（例えば、キャンピングカー、キッチンカー）

に販売する場合。  

なお、密閉された車内で燃焼器（コンロ）を使用する場合は、換気等に十分注意するよう指

導されたい。  

(3)  規則第１７条の規定により、経済産業大臣が配管に接続することなく充てん容器を引き渡す

ことを認めた場合。  

なお、ガスメーターの設置により、必ず圧力損失が発生するので、燃焼器入口における圧力

が規則第４４条第１号トに定める基準に適合するよう指導されたい。  

また、この規定で法定計量単位による取引が義務づけられることとなるので、すべての液

化石油ガス販売事業者に対し、計量法第１０条、第１２条又は第１３条の規定が適用される

こととなる。  
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すなわち、計量法第１０条により液化石油ガスを販売する場合には正確に計量するよう努め

なければならないこととなる。  

また、計量法第１２条により１０ｋｇ以下の液化石油ガスを販売する場合においては、一定

の誤差（量目公差）を超えないように計量する義務が課せられることとなる。  

また、容器に封を施す場合においては、計量法第１３条（密封をした特定商品に係る特定物

象量の表記）が適用されることとなる。したがって、容器を封して販売するときは、計量法第

１３条により、充てん量等を表記しなければならない。  

(4)  次の各号の一により、当該販売契約の締結日から１年以内に液化石油ガスの販売が行われな

くなることが明らかであると登録者が認めた場合  

一  販売契約締結日から１年以内にガス事業法によるガスの供給を受けることが、工事費払

込済み証明書等又はその写しにより明らかであること。  

二  都市計画法等により国、地方公共団体及びこれに準ずる者が土地を道路その他公共の用

に供することに伴い、販売契約締結日から１年以内に当該土地の上に建設されている建物

の明渡しの行われることが建物明渡契約書又はその写しにより明らかであること。  

三  土地収用法に基づく明渡しの裁決により販売契約締結日から１年以内に明渡しが執行さ

れることが、裁決書又はその写しにより明らかであること。  

(5)  災害救助法第４条により供与された応急仮設住宅で液化石油ガスを消費する者に販売する場

合  

１０．第１５号は、質量により販売した液化石油ガスであって消費されない残ガスの経済的意味の引

取りを義務づける規定であり、液化石油ガス販売事業者が計画配送する場合も当然この規定が適

用される。  

「消費されないもの」とは、液状であるかガス状であるかを問わず消費されずに残っている

ものをいう。  

「その他やむをえない事情」とは、例えば、一般消費者等が病気等により計量に立会えない

事情にある場合等をいう。また、一般消費者等が不在がちであるとか、５０ｋｇ容器に残ガスが

大量に残っていて、その計量を行うのに非常に困難である等の理由で、一般消費者等との契約な

いし書面の交付により、面前計量に代えて充てんした第一種製造事業者の事業所等において計量

し、計った数量を証する付せんをそえて代金精算を行う場合も含む。  

「その質量に応じた適正な価格で引き取ること。」とは、一般消費者等に対して継続的に販

売している場合は、残ガスをその計った質量に応じて販売したときの価格で引き取ることをい

うが、一般消費者等に対して継続的に販売することをやめ、すでに販売したものの引取りのみ

を行う場合（例えば、一般消費者等が引越しをするような場合）は、販売したときの価格から

若干下回り、引取りに要する運搬費等を控除した価格で、引取ることとなっても差支えない。  

１１．第１６号及び第１７号については、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法

律施行規則（平成９年通商産業省令第１１号）の運用及び解釈の基準について」（平成９年３月

１９日付け平成０９･０３･１７資庁第１号）を参照されたい。  
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１２．第２２号のバルク貯槽の検査又は第２３号のバルク容器の機器の検査については、告示で定め

るところにより検査を行う。この際、高圧ガス保安協会基準ＫＨＫＳ０７４５バルク貯槽の告示

検査等に関する基準、ＫＨＫＳ０７４６附属機器等の告示検査に関する基準及びＫＨＫＳ０８４

１バルク貯槽及び附属機器等の告示検査等前作業に関する基準を用いて行うこと。  

  

第１８条（供給設備の技術上の基準）関係  

１．第１号ハ中「温度四十度以下に保つこと」については、例えば直射日光、暖房等による温度上昇

を防ぐため、屋根、障壁、散水装置を設ける等の措置を講じさせること。  

２．第２号ロ中「火気（当該貯蔵設備に附属する気化装置内のものを除く。以下ロにおいて同じ。）

を取り扱う施設」とは、ボイラー、ストーブ等通常定置されて使用されるものをいい、煙草の

火、自動車のエンジンの火花は含まれない。  

３．第２号二中「さく、へい等」とは、さく、へいのほか、コンクリートブロック等で建てられたい

わゆるボンベ小屋の壁を含む。  

また、「設けること」とは、人がみだりに立入れないように設けることをいう。  

４．第３号ハ(2)中「貯槽の頂部」の「貯槽」とは、貯槽本体を指すものとし、マンホール、付属弁

類等は含まれない。  

５．第３号二中「火気（当該貯蔵設備に附属する気化装置内のものを除く。以下ニにおいて同じ。）

を取り扱う施設」とは、２．と同じとする。  

６．第３号へ中「外部から」とは、貯槽の付近からと解し、例えば、地下に埋設されたものについて

は標識を掲げればよいものとする。  

７．第３号力中「安全な位置」とは、放出したガスが拡散して、当該ガスの爆発限界以下となる位置

をいうものとする。  

８．第３号タは、貯槽には２以上のバルブを設けさせ、その一つは必ず貯槽の直近に設けさせるとと

もに、他の一つは貯槽と他の社会通念上別の工程とみられる箇所に至るまでの間に設けさせれば

よい旨の規定であり、必ずしも２つのバルブを相近接して設置することまでは要しない。  

なお、このバルブの設け方を例示すると以下のとおりである。  
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Ａ：貯槽の直近に設けたバルブ  

Ｂ：他の一つのバルブ  

（Ｂ）：必ずしも設けなくともよいバルブ  

  

９．第５号中「集合装置」とは、複数の容器又は貯槽内の液化石油ガスを１箇所に集合するための高

圧ホース、ピグテール、集合管等一連の機器の集合体をいう（以下規則第１８条第６号、第７

号、第８号及び第１０号において同じ。）。また、「使用上支障のある腐しょく、割れ等」には、当

該部分からのガス漏れを含むものとする。  

１０．第９号中「変更（硬質管以外の管の交換を除く。）の工事」とは、次に掲げるものをいう。  

(1)  硬質管の延長、交換又は縮小を伴う工事  

(2)  硬質管と同一型式の専用継手付きガスメーター又は自動ガス遮断器の交換に係る工事以外

の硬質管と器具等（調整器を除く。）との接続の工事  

１１．第１９号ロの基準は、通常気化装置は、貯蔵設備と調整器（二段式減圧用二次側のものを除

く。）の間の高圧部に設置されるものとして２．６メガパスカル以上の耐圧性能を有する旨規定

したものであるが、気化装置の機能と調整器の機能とを一体として兼ね備えた気化装置（例え

ば、例示基準第３３ 節 気化装 置 におけ る 液状の 液 化石油 ガ スの流 出 防止措 置 

(3)②第８図に示すような気化装置の場合）にあっては、高圧部の液化石油ガスの通る部分及び

気化室本体の部分は２．６メガパスカル以上の耐圧試験に合格しなければならないが、調整器に

係る部分を含めた気化室全体としては、調整器の中圧部分の耐圧試験圧力である０．８メガパス

カル以上の耐圧試験に合格すればよいこととする。  

１２．第１９号ハは、液化石油ガスが気化装置の内部で漏えいした場合に当該気化装置内の火気が着

火源となることを防止するための規定である。したがって、「直火で直接液化石油ガスを加熱す

る構造のもの」とは具体的には次の構造のものをいう。  
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(1)  ガスバーナーの裸火又は赤熱金属部の放射熱等により液化石油ガスの充てんされた容器又は

液化石油ガスの通る配管その他内圧部分を直接加熱する構造のもの  

(2)  裸の電熱線が、液化石油ガスの充てんされた容器又は液化石油ガスの通る配管その他内圧部

分に直接接触するもの又は間接に放射熱等により加熱する構造のものであって、伝熱金属部

（裸の電熱線を含む。）の表面温度が液化石油ガスの着火温度（４４０℃）以上となるもの  

１３．第１９号ホ中「寒冷地」とは、当分の間平成９年通商産業省告示第１４２号「液化石油ガスの

保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の規定に基づき容器を屋外に置くことが著し

く困難な場合を定める件」に定められている地域として運用する。  

１４．第２３号は、一般消費者等のもとに供給管若しくは集合装置又は調整器に接続されていない容

器が存在しないようにするための規定で第１６条第 

５号と同じ趣旨のものである。  

「安全な場所に移す措置を講ずること」とは、具体的には、取り外す容器が自ら供給したもの

であるときは、速やかに引き取ることをいい、それが自ら供給した容器でないときは、それを供

給した者に引き取らせるよう、容器の取り外しについて、事前に必要な連絡をすることをいう。  

なお、本号は、充てん容器により体積による販売が行われている場合の規定であることから、

バルク容器若しくはバルク貯槽又は質量による販売により液化石油ガスの供給が行われている場

合の規定については、それぞれ、第１９条（バルク供給に係る供給設備の技術上の基準）関係の

２．又は第４４条（消費設備の技術上の基準）関係の８．を参照されたい。  

  

第１９条（バルク供給に係る供給設備の技術上の基準）関係  

１．第３号ホ(1)中「バルク貯槽の頂部」とは、バルク貯槽のうち、特定設備検査合格証又は特定設

備基準適合証該当部分の頂部を指すものとし、プロテクター、安全弁の放出管等は含まれない。  

２．第７号において準用する前条第２３号の規定については、一般消費者等のもとに供給管若しく

は集合装置又は調整器に接続されていないバルク容器又はバルク貯槽が存在しないようにするた

めの規定で第１６条第５号と同じ趣旨のものである。 

この場合における「安全な場所に移す措置を講ずること」とは、具体的には、充てん容器によ

り体積による販売が行われている場合と同様に、取り外すバルク容器又はバルク貯槽が自ら供給

したものであるときは、速やかに引き取ることをいい、それが自ら供給したバルク容器又はバル

ク貯槽でないときは、それを供給した者に引き取らせるよう、バルク容器又はバルク貯槽の取り

外しについて、事前に必要な連絡をすることをいう。  

  

第２１条（特定供給設備）関係  

１．第１項中「これらに準ずる設備」とは、高圧ホース、ピグテール、集合管、液自動切替装置及び

対震自動ガス遮断器等をいう。  

２．第２項は、貯槽等の修理、清掃、検査又は撤去に先だって仮設供給設備を連結して行われる消費

調整は一時的なものなので、当該貯槽等の見やすい箇所に液化石油ガスを充塡してはならない旨

を表示し、かつ、液化石油ガスを充塡できないように当該貯槽等に封印をするときは、当該貯槽
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等に現に貯蔵されている液化石油ガスの数量を当該貯槽等の貯蔵能力とすることとし、これによ

って、貯槽等に現に貯蔵されている液化石油ガスの数量と特定供給設備となる貯蔵能力の下限

（１，０００ｋｇ以上）との差を用いて、特定供給設備に係る義務を負うことなく、仮設供給設

備を設置できるようにしたものである。 

なお、当該表示及び封印を行った場合であっても、貯槽等に現に貯蔵されている液化石油ガス

の数量と仮設供給設備の貯蔵能力を合算したものが１，０００ｋｇ以上となるときは、特定供給

設備の設置の許可及び完成検査が必要である。  

３．貯槽等を用いた供給設備に新たな貯蔵設備を連結した後、貯槽等の消費調整を行うことなく直ち

に新たな貯蔵設備による液化石油ガスの供給に切り替え、直ちに貯槽等を取り外す一連の液化石

油ガス設備工事を行う場合において、貯槽等と新たな貯蔵設備が配管上で連結されたわずかな時

間の状態は当該工事の作業工程の一部であり、あえて、このわずかな時間の状態における供給設

備の貯蔵能力を、貯槽等及び新たな貯蔵設備のそれぞれの貯蔵能力が合算されたものとみる必要

はない。ただし、貯槽等と新たな貯蔵設備が連結された状態が長時間にわたって放置されるとき

は、この限りでない。  

  

第２２条（業務主任者の選任等）関係  

１．第１項中「一般消費者等の数」とは、供給設備により供給している場合にあっては、ガスメータ

ー１個につき１として算定するものとする。  

２．一般消費者等の数が１,０００未満の場合において２人以上を選任し、届け出てもよい。  

３．２人以上選任される場合は、責任の所在を明らかにするため、販売区域等に応じて監督の範囲を

明らかにして届出させることができる。 

４．第２項第１号中「六十分以内に到達できる範囲」とは、通常において自動車等を利用して到達可

能な範囲をいう。  

  

第２４条（業務主任者の職務）関係  

１．第７号中「法第２７条第１項の保安業務の実施及びその結果を確認」には、保安機関から保安業

務を実施したことにつき報告された内容を確認し、技術上の基準に適合しないと認められるものに

ついては、所要の措置を講ずることまでが含まれる。  

  

第２５条（業務主任者の代理者）関係  

１．１人の業務主任者に対し２人以上の業務主任者の代理者を選任する場合は、その職務の代行の順

序を明らかにさせること。  

２．第３項中「講習の課程を修了し」とは、講習を受講することのほか、その課程に含まれている試

験に合格することを含む。  

  

第２７条（周知の内容）関係  

１．本条の周知の内容は、以下の表に掲げるところによる。  
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事     項  例  

使用する燃焼器の液化石油ガ

スに対する適応性に関する事

項  

(1)  使用している燃焼器が液化石油ガス用のものであること。  

(2)  燃焼器と液化石油ガスとが適応している場合又は適応していない場合の炎の状況を図示

すること。  

消費設備の管理及び点検に関

し注意すべき基本的な事項  
(1)  消費設備とは、メーターが取付けてある場合にはメーターの出口から燃焼器に至るまで

の設備をいうこと。また、メーターが取付けてない場合には、容器から燃焼器に至るまで

の設備をいうことを明確にすること。  

(2) 消費設備の管理及び点検責任は消費者等にあること。  

(3)  燃焼器以外の消費設備にあっては、配管等、とくにゴム管にひび割れ等が発生していな

いか否かを時々点検確認すること。 
(4)  コンロ、ストーブ等の変更に当たっては、ゴム管はできるだけ深く硬質管にさしこみ、

さしこみ部分はホースバンドでとめること。ゴム管の取替えも同様のこと。  

(5)  燃焼器の掃除に当たっては、ネジ等を取りはずす必要があるもの、例えばふろがま、瞬

間湯沸器等にあっては、消費者等が自ら掃除をしないこと。  

(6)  その他の燃焼器、例えばガスこんろにあっては、器具用掃除器を用いること。  

(7)  ゴム管からのガス漏れの点検の方法としては、筆に石けん液をふくませ塗ってみて、あ

わが出るかどうかで点検し、また、ゴム管は早目に取替えること。 

(8) 着火時には着火を確認すること。  

(9)  煮たきの際は、立消えするおそれがあるから、なるべくその場を離れないようにし、立

消えが起らないよう十分注意すること。  

(10)  小型容器は、転倒を防止する措置を講じた上で使用するとともに、保管する場合は、通

風のよい場所においてすること。  

(11)  屋内に設置されたガス瞬間湯沸器については、不完全燃焼する状態に至った場合に当該

湯沸器へのガスの供給を自動的に遮断し燃焼を停止する機能を有すると認められるもので

あっても、当該湯沸器が自動的に消火する現象が繰り返し発生する場合には再点 火 して

はならないこと。  

(12)  液化石油ガス用ガス漏れ警報器に関して次の事項を確認及び注意すること。  

① 警報器が適切な位置に設置されていることを確認すること。  

② 警報器の電源プラグを常時コンセントに差し込むこと。  

③ 警報器の周りに物を置かないこと。  

④ 警報器が交換期限内のものであることを確認すること。 

燃焼器を使用する場所の環境

及び換気に関する事項 

(1) 燃焼器の設置場所には可燃物を置かないこと。  

(2) ふろがま及び大型湯沸器の設置場所には、給気口及び排気設備を設 

(3) 燃焼器を使用中は時々窓を開けて換気し、小型燃焼器具でも長時間は使用しないこと。 

一般消費者等が消費設備の変

更の工事をする場合の液化石

油ガス販売事業者に対する連

絡に関する事項けること。 

(1) ふろがま及び大型湯沸器等固定式燃焼器の変更及び修理工事は、消費者等が自ら行わない

こと。  

(2) 消費設備を変更したときは、その内容を液化石油ガス販売事業者に連絡すること。 

(3) 業務用施設にあっては、配管系統の変更等設備の大幅な変更は販売事業者と十分連絡をと

りながら実施すること。 
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ガス漏れを感知した場合その

他液化石油ガスによる災害が

発生し、又は発生するおそれ

がある場合に一般消費者等の

とるべき緊急の措置及び液化

石油ガス販売事業者又は保安

機関に対する連絡に関する事

項   

(1) ガス漏れを感知した場合は、次の手順で対処すること。  

①タバコの火等現に使用中の火気を消火すること。  

②電気のスイッチを入れる等発火の原因となる行為をしないこと。   

③窓を開けること。  

④元栓が開栓している場合は閉栓すること。  

⑤液化石油ガス販売事業者又は保安機関にガス漏れのおそれがある旨連絡し、点検を受ける

までは、ガスを使用しないようにすること。 

⑥業務用施設にあっては、直ちに客等を安全な場所へ誘導し、避難させること。  

(2) 地震の場合には、使用中のガスの使用を中止し、器具栓及び元栓を閉栓するとともに、揺

れの大きい地震の場合は、揺れが収まった後にバルブを閉じること。  

(3) 風水害時にはボンベが転倒又は流出しないような措置を講ずること。  

(4) 保安機関又は液化石油ガス販売事業者に緊急連絡する場合には、連絡者の住所、氏名及び 

ガス漏れの箇所等災害の発生のおそれがある事実を通報すること。 

前各号に掲げるもののほか、

液化石油ガスによる災害の発

生の防止に関し必要な事項 

(1) 三又（一般消費者等が三又を知らない場合には、三又の図画、写真又は現物を呈示する等

に より一般消費者等に三又の認識をもたせること。）の使用を避けること。  

(2) 就寝前及び留守時には、器具栓及び元栓を閉じること。  

(3) マッチにて点火する場合には、点火後器具栓を開くこと。  

(4) 第 38 条の２（周知の方法）及び第 38 条の３（保安機関による情報 通 信 の技術 を 

利 用する 方 法 を用い た 周 知事項 の 提 供の方 法 ） 関 係４．に規定する大規模料

理飲食店等の管理者は、 LP ガス保安連絡担当者を通じ、周知内容の理解を従業員に徹底さ

せること。 

２．周知に際しては、ガス漏れ警報器、不完全燃焼警報器又は集中監視システムの紹介その他の事

故防止対策に係る事項を、併せて通知するよう指導されたい。  

  

第２８条（委託契約に係る記載事項）関係  

   第３号中「災害が発生するおそれがある場合の連絡に関する事項」とは、  

(1)  供給設備について災害が発生するおそれのある場合には、供給設備の種類及び所在地、予見

される災害の内容並びに保安機関が連絡する相手方（液化石油ガス販売事業者及び一般消費者

等に被害が及ぶおそれがある場合にあっては当該一般消費者等）をいう。  

(2)  消費設備について災害が発生するおそれのある場合には、消費設備の種類その消費設備を使

用する一般消費者等の氏名及び住所、予見される災害の内容並びに保安機関が連絡すべき相手

方（液化石油ガス販売事業者及び一般消費者等）をいう。  

  

第２９条（保安業務区分）関係  

１．「供給開始時点検・調査」は、「容器交換時等供給設備点検」、「定期供給設備点検」及び「定期消

費設備調査」の３区分の保安業務のうち供給開始時に行うものすべてを行う業務である。なお、

この３区分のいずれかについて認定を受けた保安機関の事業所は、その認定を受けたそれぞれの
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区分の保安業務のうち供給開始時に行う点検・調査を行おうとするときは、「供給開始時点検・調

査」の認定を受けることなくその業務を行うことができる。  

２．「緊急時連絡」の認定を受けた保安機関が行う業務は、一般消費者等から災害の発生の事実又は災

害の発生のおそれがあることを通知された場合又は自ら一般消費者等の液化石油ガスの異常な消費量

等を知った場合に、一般消費者等に対し適切な助言又は指示をすること、助言又は指示が適切に行え

ない場合に保安機関側からガスを遮断すること、必要に応じ「緊急時対応」を行うべき保安機関に連

絡すること等（いずれの場合にも自ら出動することを要しない。）をいう。  

３．「緊急時対応」を行うことにつき法第２９条第１項の認定を受けた保安機関の事業所が行う「緊急

時対応」に係る一般消費者等の数が、その保安機関が法第２９条第３項の規定により申請した一般消

費者等の数より少ない場合、当該事業所は、同項の規定により申請した一般消費者等の数までは、新

たに法第２９条第１項の認定を受けることなく「緊急時連絡」の業務を行うことができる。  

  

第３０条（認定の申請）関係  

１．様式第１２中「認定番号」とは、次のとおりとする。  

(1)  認定番号は、行政庁を識別する番号等と、保安機関ごとに付す番号等、保安業務区分に対

応する記号から構成する。 

(2)   行政庁を識別する番号等の冒頭は、別表第１に対応する番号等とする。  

(3)  別表第１に対応する番号等以降は、必要に応じて任意の番号等を付す。  

(4)  ただし、指定都市は、令和５年４月１日付で都道府県知事から指定都市の長へ権限が移譲され

ることにより、指定都市の長が認定したとみなされる保安機関に対して、指定都市の判断によ

り、従前から付されている行政庁を識別する番号等を使用することができる。  

(5)  保安業務区分に対応する記号は、別表第２による認定をした保安業務区分に対応する記号とす

る。  

(6)  令和５年４月１日付で都道府県知事から指定都市の長へ権限が移譲されることに伴い、同一都

道府県内の行政庁は、２以上の保安機関に対して同一の認定番号を付すことがないよう、十分関

係自治体間の連絡を図られたい。  

２．令和５年４月１日に施行されるこの通達の改正前に定められていた、様式第１２中「認定番号」と

は、次のとおり。  

(1)  認定番号は９桁とし、１桁目及び２桁目は 、別表第１（指定都市を除く）に対応する番号と

する。  

(2)  ３桁目は、「Ａ」とする。ただし、認定業務を支庁等の長に行わせている場合など、必要に応

じて「Ａ」以外のアルファベットを用いることを妨げない。  

(3)  ４桁から７桁目までは、保安機関ごとに付す番号とし、２以上の保安機関に対して同一の番号

を付すことがないようにする。  

(4)  ８桁目及び９桁目は、別表第２による認定をした保安業務区分に対応する記号とする。  

(5)  任意に１０桁目以降を定めることは妨げない。  

３．第２項各号に掲げる書類については、「保安機関の認定及び保安機関の保安業務規程の認可に係る

運用及び解釈について」（平成２５年３月２９日付け２０１３０２０８商局第３号）を参照された

い。  
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第３２条（保安機関の損害賠償措置）関係  

１．第１号中「保安業務により一般消費者等の生命、身体又は財産について生じた損害」とは、保安機

関により当該保安業務が適正に行われたか否かにかかわらず、供給設備の点検、消費設備の調査又は

緊急時における対応を行った設備に係る災害によって生じた損害をいう。  

２．本条の保険契約において、保険の契約者は必ずしも法第２９条第１項の認定の申請者自身でなくて

もよい。すなわち、申請者Ａのために、他の者ＢがＡを被保険者とする損害賠償責任保険契約を保険

会社Ｃと締結し、保険料はＢが支払うものでもよいが、Ａが保安業務により他人に被害を与え、その

賠償を行わなければならない場合の支払について、規則３２条各号以外の条件が付されていないもの

でなければならない。（例えば、ＡがＢから受託した保安業務による災害の場合にのみ、支払われる

ような条件が付されていてはならない。）  

  

第３６条（供給設備の点検の方法）関係  

１．第１項第１号表下欄中「供給開始時」とは、一般消費者等に対し新たに供給を開始しようとすると

きをいう。ただし、液化石油ガス販売事業者が、他の液化石油ガス販売事業者の事業の全部又は一部

を承継したときは、当該「供給開始時」には当たらないこととする。  

２．液化石油ガス販売事業者が自ら工事を行い、工事終了後、規則第１８条第９号に規定する気密試験

を実施して合格した供給設備を用いて、直ちに供給を開始しようとするときは、供給開始時の漏えい

試験は省略できるものとする。  

３．腐しょくについては、例示基準第４１節で定める埋設管腐食測定器により腐しょく測定を行い、同

第４１節で定める抵抗値以上の場合は「機能を損なうおそれのある腐しょくが生じないもの」とみな

すことができる。４．「充てん容器等の交換時（充てん容器等の交換が毎月１回以上行われる場合に

あっては毎月１回以上）」は、容器交換時とは別に月１回の検針時をもって点検を実施しても差し支

えない。  

 

第３７条（消費設備の調査の方法）関係  

１．第１号表下欄中「供給開始時」とは、一般消費者等に対し新たに供給を開始しようとするときをい

う。ただし、液化石油ガス販売事業者が、他の液化石油ガス販売事業者の事業の全部又は一部を承継

したときは、当該「供給開始時」には当たらないこととする。  

また、同欄中「液化石油ガスの最初の引渡し時」とは、容器に充てんされた液化石油ガスを現に引

き渡すときをいう。  

２．液化石油ガス販売事業者が自ら工事を行い、その終了後規則第４４条第１号ホの規定により気密試

験を実施し合格した消費設備に対し直ちに供給を開始しようとするときは、供給開始時の漏えい試験

は省略することができるものとする。  

３．保安機関は、小型容器について調査を行う際、併せてその保管状況を確認し、適切な保管方法を指

導すること。  

４．規則第１６条第３号ただし書により一般消費者等に対して液化石油ガスを販売する場合は、 初の

容器引渡しの際に使用上の注意事項を記載した書面を手交するとともに、法令により４年に１回以上

（経過措置期間にあっては、２年又は３年に１回以上）消費設備について調査することとなっている

関係上、前記書面には期限内に販売所（保安機関で対応する場合にあっては保安機関）に当該消費設

備を持込まれたい旨を記載して交付するよう指導されたい。  
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５．第３６条（供給設備の点検方法）関係３．の規定は、消費設備の調査の方法に準用する。  

  

第３８条の２（周知の方法）及び第３８条の３（保安機関による情報通信の技術を利用する方法を用い

た周知事項の提供の方法）関係  

１．第３８条の２第 1項及び第２項中「供給開始時 」とは、一般消費者等に対し新たに供給を開始し

ようとするときをいう。ただし、液化石油ガス販売事業者が、他の液化石油ガス販売事業者の事業の

全部又は一部を承継したときは、当該「供給開始時」には当たらないこととする。  

２．供給開始時に行う周知は、保安の観点から必ず一般消費者等が液化石油ガスを使用する前に行うよ

う徹底されたい。  

３．第３８条の２第１項又は第２項に規定する書面を配布する方法又は第３８条の３第１項に規定する

情報通信技術を利用する方法により周知事項を提供する際には、業務用施設における一般消費者等と

その他一般消費者等とを区分して行うよう指導されたい。  

  なお、料理飲食店、旅館、ホテルその他の施設（以下「料理飲食店等」という。）であって、小型容

器（内容積が２０リットル未満の容器をいう。）の 大保有数量が５本以上である者に対しては、当

該小型容器の使用上の注意事項、保管方法等について、併せて周知させることとする。   

４．周知内容の理解及び日常の安全管理の徹底を図るため、次の事項について保安機関及び液化石油ガ

ス販売事業者を指導されたい。  

① 保安機関は、液化石油ガス販売事業者と連携し、１時間当たりの使用大 流 量 が ３ 立 方 メ ー 

ト ル 以 上 の ガ ス メ ー タ ー を 設 置 し 、 か つ 、 従 業 員が１０人以上の料理飲食

店等（以下「大規模料理飲食店等」という。）の管理者に対し、当該管理者が液化石油ガス販売事

業者との連絡窓口として「LP ガス保安連絡担当者」を選任するよう要請するとともに、当該担当

者の氏名を保安台帳に記載する。  

② 保安機関は、大規模料理飲食店等の「LP ガス保安連絡担当者」に対し、当該担当者を通じ、周知

内容の理解を従業員に徹底するよう要請する。  

③ 保安機関又は液化石油ガス販売事業者は、大規模料理飲食店等における安全管理の具体策を記した

「LP ガス安全管理マニュアル」を作成する。  

④ 保安機関は、大規模料理飲食店等の管理者が「LP ガス保安連絡担当者」を選任した場合には、遅

滞なく、「LP ガス安全管理マニュアル」を 

当該担当者に手交し、大規模料理飲食店等の安全管理の徹底を図るよう要請する。  

⑤ 保安機関は、大規模料理飲食店等以外の業務用施設の管理者に対しても、当該管理者を通じ、周知

内容の理解を従業員に徹底するよう要請する。  

  

第３９条（保安業務規程）関係  

   保安業務規程で定めるべき事項については、「保安機関の認定及び保安機関の保安業務規程の認可に

係る運用及び解釈について」（平成２５年３月２９日付け２０１３０２０８商局第３号）を参照された

い。  

  

第４４条（消費設備の技術上の基準）関係  

１．第１号イ中「腐しょく、割れ等」とは、第１８条（供給設備の技術上の基準）関係の９．と同じと

する。  
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２．第１号ホ中「変更（硬質管以外の管を除く。）の工事」とは、第１８条（供給設備の技術上の基

準）関係の１０．と同じとする。  

３．第１号ヌ中「電源により操作される気化装置」とは、電源による加熱装置、温水循環装置、制御装

置のいずれかを有するものをいう。「手動復帰式自動ガス遮断器」とは、ＬＰガスの圧力が一定以下

に下がった場合に自動的にガス通路が遮断され、かつ、一旦ガス通路が遮断された後は、手動操作に

よらなければ、ガス通路の遮断が解かれないものをいう。  

「その他操作用電源が停止したとき液化石油ガスの供給を維持するための装置」とは停電と同時

に自動的に作動するものであって、ピーク時の一般消費者等のガス消費量の１時間分以上のガス供

給能力を有するものをいう。  

４．第１号ワについては、法第４１条又は法第６３条の規定により表示が付されていないものは燃焼状

況をみて、とくに異常がなければ適応しているものとし、異常がある場合は、個々に調べて判定す

る。  

５．第１号ヨ中「屋内」とは、屋根、柱及び壁（窓を含む。以下同じ。）によって囲まれている空間を

いい、屋根、柱及び壁で一部が囲まれている等自然換気が十分行われているような空間（ベランダ、

共同住宅のチャンバー室等）は、ここでいう屋内には該当しない。以下ネにおいて同じ。  

また、第１号ヨ(1)中「ガス湯沸器」とは、給湯機能を有するものを総称していい、瞬間式、貯湯

式の別、その他型式等は問わない。  

６．第１号ネ(3)中「先端」とは、給排気部の開口部をいい、「屋外に出ていること」とは開口部のすべ

てが壁の外面より突出し、かつ、その開口部の周囲が障害物によって遮へいされないことをいう。  

７．第２号イ(2)中「変更（硬質管以外の管を除く。）の工事」とは、第１８条 

（供給設備の技術上の基準）関係の１０．と同じとする。  

８．第２号イ(14)は、一般消費者等のもとに配管又は調整器に接続されていない容器が存在しないよう

にするための規定で、第１６条第５号と同じ趣旨のものであり、質量による販売により液化石油ガス

の供給が行われている場合について規定したものである。  

「安全な場所に移す措置を講ずること」とは、具体的には、取り外す容器が自ら供給したもので

あるときは、速やかに引き取ることをいい、それが自ら供給した容器でないときは、それを供給し

た者に引き取らせるよう、容器の取り外しについて、事前に必要な連絡をすることをいう。  

  

第４５条（保安確保機器の種類）関係  

   第２号中「その他一般消費者等の保安に係る情報」とは、保安確保機器を導入したことにより得られ

る情報であるから、例えば、継続使用時間超過情報、合計流量遮断情報、増加流量遮断情報、ガス漏れ

警報連動遮断情報、不完全燃焼警報連動遮断情報、低圧部微少漏えい警告情報、圧力監視異常情報、

感震遮断情報等がこれに当たり、また集中監視センターからの遮断に関する情報もこれに含まれる。  

  

第４６条（保安確保機器の設置及び管理の方法）関係  

1. 第 1 号ロただし書及び第 2 号ロただし書中の「合併その他の事由による事業の承継」は、法第１

０条の承継のほか、その事業の一部の譲渡しその他の承継も含む。  

２．第１号ハ中「常時当該機器を監視する者」は、機器のオペレーターであり、機器の情報が適切に連

絡されているか、運転異常がないかを監視し、また特定保安情報を販売店等に連絡するための要員で

ある。なお、当該機器を設置する者が、入手した特定保安情報に基づき一般消費者等に保安上の指
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２．第１号ハ中「火気（当該貯蔵設備に附属する気化装置内のものを除く。以下ハにおいて同じ。）を

取り扱う施設」とは、第１８条（供給設備の技術上の基準）関係２．に同じとする。  

３．第１号ホ中「さく、へい等」とは、第１８条（供給設備の技術上の基準）関係３．に同じとする。  

４．第２号イは、原則として貯槽が第１種保安物件に対し、１６．９７ｍ以上、第２種保安物件に対し

１１．３１ｍ以上の距離を有するべき旨の規定であり、貯槽を新設する場合はこれらの距離内の土地

を所有権、借地権等により確保させるよう指導されたい。  

なお、距離の測定は水平距離によって行う。  

５．第２号二(2)中「貯槽の頂部」の「貯槽」とは、第１８条（供給設備の技術上の基準）関係４．に

同じとする。  

６．第２号ホ中「火気（当該貯槽に附属する気化装置内のものを除く。以下ホにおいて同じ。）を取り

扱う施設」とは、２．と同じとする。  

７．第２号へ中「貯槽（貯蔵能力が３０００ｋｇ以上のものに限る。）」とは、一つの貯槽の貯蔵能力を

いう。また、「最大直径」とは、各々の貯槽において取りうる直径の最大のものをいう。なお、その

直径は枕型貯槽にあっては、軸方向に直角に切った断面の最大直径をいう。  

８．第２号チ中「外部から」とは、第１８条（供給設備の技術上の基準）関係 

６．に同じとする。  

９．第２号タ中「安全な位置」とは、第１８条（供給設備の技術上の基準）関係７．に同じとする。  

１０．第２号ソは、第１８条（供給設備の技術上の基準）関係８．に同じとする。  

１１．第２号ヰ中「支持構造物」とは、レグ、ラグ、サドル、支柱、ブレース、ベースプレート、基礎

ボルト及びアンカーストラップ並びにこれらと類似の機能を有する構造物をいう。  

  

第５４条（バルク供給に係る特定供給設備の技術上の基準）関係  

   第１号（第５３条第１号イ）及び第２号ロは、原則としてバルク容器及びバルク貯槽が、第１種保安

物件に対し１６．９７ｍ以上、第２種保安物件に対し １１．３１ｍ以上の距離を有すべき旨の規定で

あり、バルク容器及びバルク貯槽を新設する場合は、これらの距離内の土地を所有権、借地権等により

確保させるよう指導されたい。  

なお、距離の測定は水平距離によって行う。  

  

第５６条（貯蔵施設等の変更の許可申請）関係 

第２項中「位置（他の施設との関係位置を含む。）、構造及び付近の状況を示す図面」とあるのは、第

５１条（貯蔵施設等の許可申請）関係と同じとする。  

  

第６３条（充てん設備の許可申請）関係  

１．第１項中「充てん設備の使用の本拠」とは、車庫をいい、車庫がない場合には、当該充てん設備を

使用していないときに通常置く場所をいう。  

２．第２項において、第１号の書類は、充てん設備の図面及び規則第６４条の技術上の基準についての

適合状況を記した書類（仕様書、図面等を含む。）とし、第２号の図面は、車庫の構造、事業所内の

他の施設との位置関係がわかるもの及び 寄りの鉄道の駅等からの道順がわかるものに第１種保安

物件及び第２種保安物件からの距離関係を明記させたものとする。  
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なお、充てん設備の許可と、高圧ガス保安法第５条第１項における移動式製造設備に係る製造の

許可又は同法第１４条第１項の変更許可を、同一の行政庁に対し同時に申請する場合であって、添付

すべき書類の内容が重複するときは、いずれか一の許可申請書を除き、当該書類を添付することを要

しない（ただし、書類の添付を省略した許可申請書には、添付を省略した書類の一覧表を添付するこ

と。）。  

  

第６６条（軽微な変更）関係  

   第１号中「（同型式のものに限る。）」とは、同一製造事業者による同一型式との意味であり、仕様又

は性能が変更されるものは、規則第６５条の許可を申請する必要がある。また、第３号中「液化石油ガ

スの通る部分以外の充てん設備に係る設備」とは、規則第６４条の技術上の基準に係るもの以外である

ことはいうまでもなく、例えば、シャーシー部分の取り替え等がこれに当たる。  

  

第７２条（液化石油ガスの充てん作業の技術上の基準）関係  

   第２号ロ及び第３号ハ中「充てん設備（充てん口を含む。）の外面から･･････距離があること」と

は、規則第１９条第３号ロただし書の構造壁等又は規則第５４条第２号ロ(2)の障壁が設置してある場

合には、当該構造壁又は障壁による迂回水平距離が、それぞれに定めた保安物件までの距離を満たして

いればよい。  

  

第８６条（施設又は建築物の指定）関係  

   第５号中「共同住宅」とは、アパート、マンション等の集合住宅であって、同一建築物内に３世帯以

上入居する構造のものをいい、床面積の広さ及び資材が木造であるか、鉄筋又は鉄骨であるかは問わな

い。  

  

第８７条（液化石油ガス設備工事）関係  

  第２項は、貯槽等の修理、清掃、検査又は撤去に先だって仮設供給設備を用いて行われる消費調整

は一時的なものなので、第２１条第２項の規定を準用することとし、これによって、貯槽等に現に貯

蔵されている液化石油ガスの数量と液化石油ガス設備工事の届出の対象となる貯蔵能力の下限（５０

０ｋｇ超）との差を用いて、当該届出の義務を負うことなく、仮設供給設備を設置できるようにした

ものである。  

なお、当該表示及び封印を行った場合であっても、貯槽等に貯蔵されている液化石油ガスの数量と

仮設供給設備の貯蔵能力を合算したものが５００ｋｇを超えるときは、液化石油ガス設備工事の届出

が必要である。 

 

第１０８条（液化石油ガス設備工事の作業）関係  

１．第２号の硬質管相互を接続する作業には金属管と金属フレキシブルホースを接続する作業を、硬

質管を取り外す作業には金属管又は金属フレキシブルホースを取り外す作業を、硬質管の取り外し

のために硬質管を切断する作業には金属管又は金属フレキシブルホースの取り外しのために金属管

又は金属フレキシブルホースを切断する作業を含むものとする。  

２．硬質管とガス栓の接続に係る工事はガス栓と金属フレキシブルホース及び燃焼器との接続工事も

硬質管の接続に係る一体の工事として含まれ、硬質管とガス栓の取り外しに係る工事はガス栓と金
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属フレキシブルホース及び燃焼器との取り外しに係る工事も硬質管の取り外しに係る一体の工事と

して含まれる。  

３．液化石油ガスの供給契約が解除され、第１８条、第１９条又は第４４条に規定する技術上の基準

に則り適切に充てん容器等が撤去されている場合には、残存する調整器、ガスメーター、配管、ガ

ス栓等は液化石油ガスの供給設備及び消費設備には該当しないものとする。  

従って、これらの配管等の取り外しや切断に係る行為については、液化石油ガス設備士以外の者

が行うことを妨げない。ただし、契約解除により充てん容器等を撤去してから十分な時間が経過し

ていない時点では配管等に液化石油ガスが残留しているため、災害防止の観点から、その取り外し

や切断を行う者は十分な注意を払う必要がある。また、当該配管等については、通常液化石油ガス

販売事業者又は一般消費者等の所有物であることから、当該配管等の取り外しや切断にあたって

は、その取り外しや切断を行う者は民法その他の法令に抵触しないか留意する必要がある。  

なお、住宅の建て替え等により、液化石油ガスの供給を一時的に休止する場合に、法令に基づく

技術上の基準に則り適切に容器等が撤去されている場合には、上記の取扱に準ずるものとして、液

化石油ガス設備士以外の者が行うことを妨げない。  

  

第１０９条（液化石油ガス設備士の講習）関係  

   液化石油ガス設備士のいわゆる再講習は、液化石油ガス設備士免状の交付を受けた日の属する年度の

翌年度の開始の日から三年以内に第１回の講習を受ける必要があるが、この講習は、三年の期間の満了

前に実施する高圧ガス保安協会の講習を意味する。また、再々講習は、再講習を受けた日の属する年度

の翌年度の開始の日から五年以内の期間満了前直近以前の講習をいい、その後の講習も同様とする。  

  

第１１２条（事業の開始の届出）関係 

事業開始の届書には、次の事項を記載した書面を添付させるよう指導されたい。  

(1) 液化石油ガス設備士の氏名及び液化石油ガス設備士免状の番号  

(2) 自記圧力計の数  

なお、(1)及び(2)の事項につき変更があった場合には、変更届を提出するよう併せて指導された

い。  

  

第１１３条（届出事項）関係  

   「配管図面の保存の場所」とは、例えば、○○設備工事店の事務所の戸棚又はロッカー等と具体的に

記載すること。  

「分類の方法」とは、記録については、例えば、カードに記載して液化石油ガス設備工事をした消費

者名をアイウエオ順に分類して保存するとか、配管図面については、施工工事の日付順にかつ記録と対

応してアイウエオ順に分類整理する等の方法を具体的に記載すること。  

  

第１１５条（施工後の表示に係る特定液化石油ガス設備工事）関係  

１．第１号中「二以上の消費設備」とは、１つの供給設備から２以上の消費世帯（消費世帯の数は

ガスメーターの数により数える。）に供給する場合をいう。  

２．第２号中「配管の長さが屋内において四メートル以上」とは、１の消費世帯の場合にあって下図１

のような消費設備の設置状況の場合１ケ所でも４ｍ以上（立ち上がり部を含む。）であれば、当該す
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べての消費設備の設置又は変更工事が表示及び記録すべき特定液化石油ガス設備工事に該当する。  

また、下図２の場合において、各部屋とも４ｍ未満で、その合計が４ｍを超えた場合であっても、当

該設備工事に該当しない。 

  

 

第１１６条（表示の方法）関係  

「容易に離脱しない方法」とは、次に掲げるものをいう。  

(1)  障壁等平面な箇所に取り付ける場合にあっては、釘打ち又はハンダ付け等で固定することをい

い、供給管又は配管に取り付ける場合にあっては針金等で固定して取り付けることをいう。  

(2)  シール等により表示を行う場合にあっては、貼付場所が円滑であり、当該シールの密着性を確

保できることをいう。  

  

第１１７条（表示すべき事項）関係 

第３号中「連絡先」とは、住所及び電話番号をいう。  

  

第１１８条（記録すべき事項）関係  

   第２号中「特定液化石油ガス設備工事の内容」には、配管等の材料並びに腐食及び損傷を防止する措

置を含む。なお、これらの事項は、配管図面上に記号等を用いて記載しても差し支えない。  

  

第１１９条（記録及び配管図面の保存の方法）関係 
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  記録する用紙は、カード等を用い、また配管図面にあっては、施工工事の日付順にファイルする等関

係者等からの閲覧又は謄写の申出に応じられるような体制を整えるよう関係業界を指導されたい。  

  

第１３１条（帳簿）関係  

１．第１項表第１の項下欄中「充てん容器の種類」とは貯蔵能力又は内容積別をいい、「販売開始の年

月日」とは液化石油ガス販売契約の締結の日をいう。  

２．第１項表第５の項及び第６の項に記載される点検及び調査の結果、講じた措置の内容又は異常の内

容若しくはそれに対して講じた措置については、その内容を明らかにするため、貯蔵設備から消費者

における燃焼器又は燃焼器のない場合には末端ガス栓までの配置図又は供給管及び配管等の状況を記

載するものとする。  

３．集団供給及び業務用等で帳簿に配置図又は供給管及び配管等の状況が記載できない場合にあっては

別途図面を作成して保管し、帳簿に別途保管している旨を記載させておくことにより、必要な場合直

ちに取り出せるような体制をとらせておくこと。  

４．また、本条の帳簿の体裁は、カード、伝票式のものでもよい。  

５．第４項において、バルク貯槽等の検査を行った場合に記載する帳簿の保存期間は、①次回の検査を

行う日まで、又は、②バルク貯槽等をくず化し､その他バルク貯槽等として使用することができない

ように処分する日までである。  

なお、バルク貯槽等の検査を行った場合に記載する帳簿は、一般消費者等に係るものではないの

で、一般消費者等との販売契約を解除した後も、定められた保存期間が経過するまでは保存しなけれ

ばならない。  

  

第１３２条（報告）関係  

１．液化石油ガス販売事業者の報告事項中「販売する一般消費者等の数及び保安業務の委託状況」

については、販売所ごとの一般消費者等の数を記載させること。  

２．液化石油ガス販売事業の報告にあっては様式１、保安業務の報告にあっては様式２により行うもの

とする。  

３．充てん事業者の報告事項中「一般消費者等の数」及び「充てん作業者の数」については、使用の本

拠ごとに記載させること。  
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様式２  
保安業務実施状況報告  

                殿                           年  月  日  

    

  氏名又は名称及び法人にあっては
その代表者の氏名  

          認定番号 
            住所  

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第１３２条の規定により報告します。  
 
 

１．報告する事業年度の期間  年  月  日から  年  月  日    
２．保安業務実施状況  
 

 事業所の名称  
事業所の所在地 

 
保安業務資格者の数  人（うち、保安業務に係る技術的能力の基準等の細目を定める告示

（平成９年通商産業省告示第１２２号）第２条第１号又は第２
号に規定する数    人）  

  
保安業務の区分  
  

保安業務に係る一般消費者等の数  

保安業務計画書に記載し
た数  

保安業務を行うべき
数  

当該事業年度に保安業務を実施
した数  

 １．供給開始時点検・調査  
  

戸  戸（戸）  
戸（戸） 

うち再調査      戸（戸）  

２．容器交換時等供給設備点
検  

戸  戸（戸）  戸（戸）  

３．定期供給設備点検  戸  戸（戸）  
        戸（戸） 

うち拒否数      戸（戸）  

４．定期消費設備調査  戸  戸（戸）  

当年調査            戸（戸） 
うち完了数      戸（戸） 

拒否数      戸（戸） 
不在数      戸（戸） 

当年再調査          戸（戸） 
うち完了数      戸（戸） 

拒否数      戸（戸） 
不在数      戸（戸）  

５．周知  戸  戸（戸）  

戸（戸）
うち書面配布        戸（戸） 

電子メール      戸（戸） 
ファイル記録    戸（戸） 
記録媒体        戸（戸）  

６．緊急時対応  戸  戸（戸）  戸（戸）  

７．緊急時連絡  戸  戸（戸）  戸（戸）  

  

３ 役員又は構成員の変更の内容   

変更の内容  

  

（備考）１ 定期消費設備調査の「当該事業年度に保安業務を実施した数」の欄における「不在数」には、調査又は再調

査のために３回以上訪問したが、不在で調査又は再調査が実施できない一般消費者等の数を記載すること。  
２ 「保安業務を行うべき数」の欄及び「当該事業年度に保安業務を実施した数」の欄における括弧内には、他

の液化石油ガス販売事業者から受託した保安業務に係る一般消費者等の数を記載すること。  
３ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。  

  

第１３３条（事故届）関係  
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   本条の規定は、高圧ガス保安法第６３条の規定に準じ設置したものである。 

なお、当該届出が必要となる場合とは、点検・調査を実施中に事故が発生したとき、又は緊急時対応を

行うべき場合において災害が発生した場合等、保安機関が災害の発生に立ち会っていた場合をいう。  

  

第１４０条、第１４１条、第１４２条（経済産業大臣に対する都道府県知事又は市長の報告）関係  

   本規定により、令第１３条第８項の規定に基づく経済産業大臣への報告は、当該都道府県又は市の区

域を管轄する経済産業局長又は産業保安監督部長に対して行うこととなる。当該報告を受けた経済産業

局長又は産業保安監督部長は、すみやかに経済産業大臣に報告するものとする。  

なお、令第１４条第１０項、第１１項、第１２項及び第１３項の規定に基づき経済産業局長又は産業

保安監督部長が経済産業大臣の登録した液化石油ガス販売事業者の事業所への立入検査等を実施した場

合については、本規定に準じて取り扱うものとする。  

  

別表第１  

経済産業省、産業保安監督部、都道府県又は指定都市  番 号  

北海道（札幌市を除く）  ０１  

札幌市  ０１  

青森県  ０２  

岩手県  ０３  

宮城県（仙台市を除く）  ０４  

仙台市  ０４  

秋田県  ０５  

山形県  ０６  

福島県  ０７  

茨城県  ０８  

栃木県  ０９  

群馬県  １０  

埼玉県（さいたま市を除く）  １１  

さいたま市  １１Ｓ  

千葉県（千葉市を除く）  １２  

千葉市 １２ 

東京都 １３ 
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神奈川県（横浜市、川崎市、相模原市を除く） １４ 

横浜市 １４Ｈ 

川崎市 １４Ｋ 

相模原市  １４Ｇ 

新潟県（新潟市を除く） １５ 

新潟市  １５Ｄ 

富山県  １６ 

石川県  １７ 

福井県  １８ 

山梨県  １９ 

長野県  ２０ 

岐阜県  ２１ 

静岡県（静岡市、浜松市を除く） ２２ 

静岡市  ２２ 

浜松市  ２２ 

愛知県（名古屋市を除く） ２３ 

名古屋市  ６２ 

三重県  ２４ 

滋賀県  ２５ 

京都府（京都市を除く） ２６ 

京都市  ２６ 

大阪府（大阪市、堺市を除く） ２７ 

大阪市  ２７ 

堺市  ２７ 

兵庫県（神戸市を除く） ２８ 

神戸市  ２８ 

奈良県  ２９ 
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和歌山県  ３０ 

鳥取県  ３１ 

島根県  ３２  

岡山県（岡山市を除く）  ３３  

岡山市  ３３  

広島県（広島市を除く）  ３４  

広島市  ７０  

山口県  ３５  

徳島県  ３６  

香川県  ３７  

愛媛県  ３８  

高知県  ３９  

福岡県（北九州市、福岡市を除く）  ４０  

北九州市  ４０ＫＩＴ  

福岡市  ４０ＦＵＫ  

佐賀県  ４１  

長崎県  ４２  

熊本県（熊本市を除く）  ４３  

熊本市  ８０  

大分県  ４４  

宮崎県  ４５  

鹿児島県  ４６  

沖縄県  ４７  

経済産業省  ５０  

関東東北産業保安監督部東北支部  ５１  

関東東北産業保安監督部  ５２  

中部近畿産業保安監督部  ５３  

中部近畿産業保安監督部近畿支部  ５４  

中国四国産業保安監督部  ５５  

中国四国産業保安監督部四国支部  ５６  

九州産業保安監督部  ５７  
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 別表第２  

認定をした保安業務区分  記 号  

１  ＡＡ  

２  ＡＢ  

３  ＡＣ  

４  ＡＤ  

５  ＡＥ  

６  ＡＦ  

７  ＡＧ  

１ ２  ＢＡ  

１ ３  ＢＢ  

１ ４  ＢＣ  

  １ ５  ＢＤ  

１ ６  ＢＥ  

１ ７  ＢＦ  

２ ３  ＣＡ  

２ ４  ＣＢ  

２ ５  ＣＣ  

２ ６  ＣＤ  

２ ７  ＣＥ  

３ ４  ＤＡ  

３ ５  ＤＢ  

３ ６  ＤＣ  

３ ７  ＤＤ  

４ ５  ＥＡ  

４ ６  ＥＢ  

４ ７  ＥＣ  
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５ ６  ＦＡ  

５ ７  ＦＢ  

６ ７  ＧＡ  

１ ２ ３  ＨＡ  

１ ２ ４  ＨＢ  

１ ２ ５  ＨＣ 

１ ２ ６  ＨＤ 

１ ２ ７  ＨＥ 

１ ３ ４  ＨＦ 

１ ３ ５  ＨＧ 

１ ３ ６  ＨＨ 

１ ３ ７  ＨＩ 

１ ４ ５  ＨＪ 

１ ４ ６  ＨＫ 

１ ４ ７  ＨＬ 

１ ５ ６  ＨＭ 

１ ５ ７  ＨＮ 

１ ６ ７  ＨＯ 

２ ３ ４  ＩＡ 

２ ３ ５  ＩＢ 

２ ３ ６  ＩＣ 

２ ３ ７  ＩＤ 

２ ４ ５  ＩＥ 

２ ４ ６  ＩＦ 

２ ４ ７  ＩＧ 

２ ５ ６  ＩＨ 

２ ５ ７  ＩＩ 
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２ ６ ７  ＩＪ 

３ ４ ５  ＪＡ 

３ ４ ６  ＪＢ 

３ ４ ７  ＪＣ 

３ ５ ６  ＪＤ 

３ ５ ７  ＪＥ 

３ ６ ７  ＪＦ 

４ ５ ６  ＫＡ 

４ ５ ７ ＫＢ 

４ ６ ７  ＫＣ  

５ ６ ７  ＬＡ  

１ ２ ３ ４  ＭＡ  

１ ２ ３ ５  ＭＢ  

１ ２ ３ ６  ＭＣ  

１ ２ ３ ７  ＭＤ  

１ ２ ４ ５  ＭＥ  

１ ２ ４ ６  ＭＦ  

１ ２ ４ ７  ＭＧ  

１ ２ ５ ６  ＭＨ  

１ ２ ５ ７  ＭＩ  

１ ２ ６ ７  ＭＪ  

１ ３ ４ ５  ＭＫ  

１ ３ ４ ６  ＭＬ  

１ ３ ４ ７  ＭＭ  

１ ３ ５ ６  ＭＮ  

１ ３ ５ ７  ＭＯ  

１ ３ ６ ７  ＭＰ  

１ ４ ５ ６  ＭＱ  

１ ４ ５ ７  ＭＲ  

１ ４ ６ ７  ＭＳ  

１ ５ ６ ７  ＭＴ  
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２ ３ ４ ５  ＮＡ  

２ ３ ４ ６  ＮＢ  

２ ３ ４ ７  ＮＣ  

２ ３ ５ ６  ＮＤ  

２ ３ ５ ７  ＮＥ  

２ ３ ６ ７  ＮＦ  

２ ４ ５ ６  ＮＧ  

２ ４ ５ ７  ＮＨ  

２ ４ ６ ７  ＮＩ  

２ ５ ６ ７  ＮＪ  

３ ４ ５ ６  ＯＡ  

３ ４ ５ ７  ＯＢ  

３ ４ ６ ７  ＯＣ  

３ ５ ６ ７  ＯＤ  

４ ５ ６ ７  ＰＡ  

１ ２ ３ ４ ５  ＱＡ  

１ ２ ３ ４ ６  ＱＢ  

１ ２ ３ ４ ７  ＱＣ  

１ ２ ３ ５ ６  ＱＤ  

１ ２ ３ ５ ７  ＱＥ  

１ ２ ３ ６ ７  ＱＦ  

１ ２ ４ ５ ６  ＱＧ  

１ ２ ４ ５ ７  ＱＨ  

１ ２ ４ ６ ７  ＱＩ  

１ ２ ５ ６ ７  ＱＪ  

１ ３ ４ ５ ６  ＱＫ  

１ ３ ４ ５ ７  ＱＬ  

１ ３ ４ ６ ７  ＱＭ  

１ ３ ５ ６ ７  ＱＮ  

１ ４ ５ ６ ７  ＱＯ  

２ ３ ４ ５ ６  ＲＡ  

２ ３ ４ ５ ７  ＲＢ  

２ ３ ４ ６ ７  ＲＣ  
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２ ３ ５ ６ ７  ＲＤ  

２ ４ ５ ６ ７  ＲＥ  

３ ４ ５ ６ ７  ＳＡ  

１ ２ ３ ４ ５ ６  ＴＡ 

１ ２ ３ ４ ５ ７  ＴＢ 

１ ２ ３ ４ ６ ７  ＴＣ 

１ ２ ３ ５ ６ ７  ＴＤ 

１ ２ ４ ５ ６ ７  ＴＥ 

１ ３ ４ ５ ６ ７  ＴＦ 

２ ３ ４ ５ ６ ７  ＵＡ 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７  ＶＡ  

（備考）  

認定をした保安業務区分の欄における数字は、それぞれ次の

保安業務区分を表す。  

１ 供給開始時点検・調査  

２ 容器交換時等供給設備点検  

３ 定期供給設備点検  

４ 定期消費設備調査  

５ 周知  

６ 緊急時対応  

７ 緊急時連絡  
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昭和５４年通商産業省令第２６号附則（以下「附則」という。）第２項、第３項（経過措置）関係  

１．第２項中「（改正前の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第７条の

２第１０号に規定する供給用貯蔵設備である既設特定供給設備については、新規則第６条の２第１号

ハの規定を除く。）」とあるのは、すでに旧規則の供給用貯蔵設備である既設特定供給設備について

は、旧規則第７条の２第１２号において新規則第６条の２第１号ハと同一の規制がなされているた

め、特に経過措置を設ける必要はなく、新たに新規則第６条の２第１号ハの規制の対象となる旧規則

第２０条第６号に規定する消費用貯蔵設備である既設特定供給設備についてのみ経過措置を設けるた

めに規定したものである。  

２．特定供給設備については、第２項及び第３項により経過措置が定められているが、昭和５４年６月

２９日までに行われる改正法附則第３条第２項による届出の際にこれらの項に掲げる基準に適合して

いないものは、猶予期間中に法第８条第１項の変更許可を受けて上記基準に適合させる必要があるた

め、届出の際それぞれ基準に適合しているよう措置すべき旨液化石油ガス販売事業者に対して指導さ

れたい。  

なお、届出により許可を受けたとみなされる特定供給設備については法第１２条の使用前検査を

受けさせる必要はない。  

３．第３項第２号中の第１種保安距離については、旧規則の「消費用貯蔵設備」として学校、病院等第

１種保安物件内に設けられている新規則の特定供給設備であっても、今後は次のように取扱うことと

する。  

(1) 障壁を設けることにより要求される保安距離が０メートルとなる特定供給設備については、障

壁を設けた場合のみ引き続き設置を認めることとする。  

(2) 障壁を設けても要求される保安距離が０ｍを超える設備については、貯蔵能力の減少により(1)

に適合するよう措置しない限り、廃止しなければならないものとする。  

  

昭和５４年通商産業省令第２６号附則第７項（経過措置）関係  

   本項は昭和５３年４月１８日現在設置されている既設供給設備であって新規則施行前に旧規則第７条

の２第３１号に基づく水柱５５０ｍｍ以上の圧力による気密試験に合格したもの以外のものについて

は、遅滞なく上記気密試験を実施し合格させる必要がある旨規定したものであり、他方、上記既存供給

設備に係る既存消費設備については、特に附則により上記気密試験の実施に関する規定がなされていな

いが、液化石油ガス設備として供給設備と消費設備とは一体不可分なものであるので、総点検に際して

は、既設供給設備の気密試験を実施するときは、既設消費設備についても必ず実施するよう強く指導さ

れたい。  

  

昭和５６年通商産業省令第６８号附則関係  

   第２項中「耐震上軽微な変更の工事」とは、次のいずれかに該当すると認められるものをいうが、明

確に該当すると認められるもの以外は当分の間本省に照会されたい。  

(1) 耐震設計構造物の材料、加工方法、構造等を変更しない部材等の補修及び取替え工事（(2)に掲

げるものを除く。）  

(2) 耐震設計構造物の応力等の計算を要しない部材等の補修及び取替え工事であって、耐震設計上従

来と同等以上の安全性が確保されるもの  
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(3) 配管、バルブ等当該耐震設計構造物の附属品に係る変更に伴って行われる耐震設計構造物の変更

の工事であって、耐震設計上従来と同等以上の安全性が確保されるもの  

(4) 保安上又は公害防止上の必要性から特定供給設備を変更することに伴う当該耐震設計構造物の変

更の工事であって、耐震設計上従来と同等以上の安全性が確保されるもの  

  

平成９年通商産業省令第１１号附則第５条関係  

   附則第５条第１号中「イ及びハに定めるものを設置する場合」とは、告示に定めるガスメーターと対

震自動ガス遮断器を共に設置する場合をいい、双方を同時に設置する場合のほか、既にイの基準に適合

するガスメーターを設置しており対震自動ガス遮断器を後から設置する場合及び器具省令の基準に 

適合する対震自動ガス遮断器を内蔵したガスメーターを設置する場合も含む。  

  

附則〔平成９年１１月２０日 平成０９･０９･２９立局第３号〕  

   この通達の施行の際現に設置されている貯蔵施設又は高圧ガス保安法の容器置場については、

第１１条関係の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。  
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別添   

運営管理規程（例） 

（目的）  

第１条 この規程は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（以下「法」という。）

第３５条の６の規定に基づき、保安確保機器の設置及び管理の方法について定め、もって管理業務の

適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。  

（保安確保機器の種類）  

第２条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則（以下「規則」という。）第

４５条第１号及び第４号に定める機器のうち、認定対象消費者の供給設備及び消費設備に設置する機

器は次の各号に定めるものとする。（実際に設置するものを適宜記載すること。）  

一 Ｓ型マイコンメーター、SB 型マイコンメーター、E 型マイコンメーター又は EB 型マイコ

ンメーター（雰囲気空気中の一酸化炭素濃度を検知し警報する装置と連動し、当該装置が検

知した一酸化炭素濃度が 0.03 パーセントに達する以前に自動的にガスの供給を停止する機

能を有するマイコンメーターにあっては、当該装置と併せてその旨を記載すること。）  

二 流量検知式切替型漏えい検知装置又は流量検知式圧力監視型漏えい検知装置（ただし、

○○戸以上の集合住宅に設置するものとする。） 

三 液化石油ガス用ガス漏れ警報器  

四 液化石油ガス用継手金具付低圧ホース（Ⅰ類又はⅡ類） 

五 調整器（Ⅰ類又はⅡ類）  

六 液化石油ガス用継手金具付高圧ホース（Ⅰ類又はⅡ類）  

２ 規則第４５条第３号の機器の設置場所（以下「集中監視センター」という。）は自社（他社）の集中

監視センターであって次に掲げる所在地に設置するものとする。  

名   称:  

所 在 地: 

電話番号:  

（特定保安情報の種類）  

第３条 液化石油ガス販売事業者の認定に係る保安確保機器の設置等の細目を定める告示（以下「告

示」という。）第６条第２号に定める特定保安情報の種類は次の各号に掲げるものとする。 

一 合計・増加流量遮断 

二 継続使用時間超過 

三 微少漏えい警告  

四 圧力監視異常（調整圧力、閉そく圧力）  

五 感震遮断  

六 ガス漏れ警報連動遮断  

七 不完全燃焼警報連動遮断  

八 集中監視センターからのガスメーターの遮断  

（監視する者の業務内容）  

第４条 規則第４６条第１号ハの監視する者（以下「監視員」という。）の業務内容は次の各号に定める

とおりとする。  

一  集中監視センター内の機器の作動状況を確認し、異常があった場合に必要な措置を講ずるこ

と。  
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二  特定保安情報を液化石油ガス販売事業者（保安機関）に連絡すること。  

三  伝達された特定保安情報について、当該一般消費者等に対し、適確な対応（指示、助言）を行

うこと。  

四  緊急を要するものについては、緊急時対応を行う保安機関、液化石油ガス販売事業者及び集中

監視センター責任者に連絡すること。  

五  受信票（例えば受信日時、顧客名、特定保安情報の内容、原因、処置事項、担当者等）に必要

事項を記載すること。  

（監視員の配置場所及びその体制）  

第５条 監視員は、第２条第２項の集中監視センター又は前条の業務が円滑に実施することができる場

所に常時配置するものとする。  

２ 当該集中監視センターの監視員は当直により対応するものとし、○○人での交代制とする。  

（保安確保機器の設置の計画）  

第６条 規則第４５条第１号及び第４号の保安確保機器は、告示第５条の基準に適合するよう設置する

ものとし、毎年度初に当該年度に設置期限が満了となる機器、交換を要する一般消費者等の氏名及び

住所をとりまとめ、○月から△月までの間に適宜交換を行うものとする。  

（附則）   

この運営管理規程は平成 年 月 日から施行する。  
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別添５ 液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用及び解釈について 

 

第３条（液化石油ガス器具等の区分）関係 

２以上の液化石油ガス器具等の機能を兼ねる液化石油ガス器具等の運用及び解釈について 

２以上の液化石油ガス器具等の機能を兼ねる液化石油ガス器具等（以下「複合品」という。）にあ

っては、次のように取り扱う。 

イ いわゆるアタッチメント方式であるときに係る事業の届出その他の液化石油ガスの保安の確保及

び取引の適正化に関する法律に基づく手続きは、１の液化石油ガス器具等の区分に係る当該手続き

をもって足りる。ただし、２以上の液化石油ガス器具等の機構が構造上独立しているときは、それ

ぞれの液化石油ガス器具等の区分ごとに手続きを要することとする。 

ロ イにいう「１の液化石油ガス器具等の区分」は、主たる用途であること又は液化石油ガス消費量

が最大であることによることとし、これが困難であるときは、別表第１で定める順序が前である液

化石油ガス器具等の区分とする。ただし、特定液化石油ガス器具等と特定液化石油ガス器具等以外

の液化石油ガス器具等との複合品においては、当該特定液化石油ガス器具等の液化石油ガス器具等

の区分とする。 

 

第１１条（技術上の基準）関係 

２以上の機能を有する液化石油ガス器具等に係る技術上の基準の運用について 

液化石油ガス器具等が、２以上の機能を有する場合にあっては、それぞれの機能について、別表第

３に掲げる技術上の基準に適合するようにしなければならない。 


